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の汚染と配管作業による人的汚染の三つの可能性が考
えられた．透析用機器は多機能に対応するために既製
のポンプやソレノイドバルブなど色々なパーツが用い
られ，構造も複雑で多数の分枝を持っている．部品内

汚染やこれらを組み立てるさいの製造時汚染は否定で
きない．さらに工場から出荷される前に作動を確認し
水漏れを点検するため通水試験を行うが，分枝やデッ
ドスペースの抜水が不完全なまま出荷される．出荷時
すでにバイオフィルムの存在が疑われる状況は十分に
揃っている．さらに genotypeが同じということは透
析液製造系内に永続的に存在していたことになり，管
壁に形成されたバイオフィルムの中で菌が継代してい
た可能性が強く示唆される．
一方，メーカーが異なり製造場所も異なる施設 A

の Acと CDDで同一の菌株が観察された．この原因
として配管作業による汚染12）の他に，上流にある Ac

の汚染が CDDに広がった可能性と，最も汚染度の高
い CDDの汚染が系全体に広がった可能性が考えられ
る．いずれの場合でも少なくとも片方の機器は，UF

膜が設置されるまでの据付後数日間の初期洗浄中に生
じた汚染がその後の永続汚染の原因になったことにな
る．これを含め今回同一株として分離された菌は a-

および b- Proteobacteria網であったが，特定の菌種で
はなく施設ごと機器ごとに異なった（表 1，図 1c, 2d, 

3b）．どの菌も潜在的にバイオフィルム形成能を有し
その中で共生する13）ことと関連しているのかもしれな
い．

図 3a　RO モジュール交換後 1 年間の微生物汚染状況の推移：施設 C
　　　　　　　   対象菌が培養された時のフィルタ上のコロニー形状
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図 3b　RO モジュール交換後 1 年間の微生物汚染状況の推移：
施設 C
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透析液が On-line HDF用補充液へ流用されて 20年
以上この機器自体の製造時汚染が看過されていた原因
の一つに，液の清浄化が ETRFによる膜ろ過2）に偏重
され，その上流側の汚染管理を言及していない4, 14, 15）

ことがある．汚れていない前提で透析液の清浄度基準
が規定され2），汚染度の高い場所や時間を探しそれを
是正するという発想16）に乏しく，開放系作業時に清潔
操作6, 17）が重要となることへの認識も低い．無菌製品
製造の先行業界である製薬業界では，配管から常に同
じ菌が分離される状況は洗浄消毒が不十分なためとさ
れている18）が，日常的に no touch techniqueが行われ
ているので，菌叢の変化が起きない状態の前提に清潔
操作がある事は認識されていなかった．つまり設置後
に生じた汚染度が強く高頻度であった3）ために，いつ
から汚染があったのかの議論にすらならなかったこと
が窺える．一度形成されたバイオフィルムを消失させ
ることは困難1）なことは知られており，機器の販売・
製造業者に製造時汚染の現状を認識し改善に取り組む
ように働きかけるべきである．2015年 10月現在，on-

line HDF対応の医療機器認可を受けている透析機器の
取扱説明書にもこれらの規定はなく，記載された消毒
法を選択した妥当性のある科学的根拠も提示されてい
ない．数 100 ml～数 10 L補液として流用される透析
液はいわば大量注射液（large volume product;  LVP）
であり16, 19），今回明らかとなった医療機器の汚染が人
体に影響がないとは言い切れない．透析液製造所であ
る透析施設2）として，開放系の清潔操作の維持と確実
な初期洗浄法の模索による汚染の防止と低減が必須と
なる．さらに透析施設と機器の製造販売業者との間で
機器の適格性評価 IQOQPQ1, 2）を文書化し，第三者に
問題を指摘される前に取扱説明書・仕様書の不備の是
正など抜本的な改善を行う必要があると思われた．

本研究は平成 26年度日本透析医会公募研究助成に
よってなされた．
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要　旨

腹膜透析は患者の生活の質を向上させるのみではな
く，医療経済面からも優れていることが示されている
が，腹膜透析の継続により腹膜が線維化する結果，透
析膜としての機能が低下し，血液透析への移行が必要
となる．このことは，腹膜透析の普及を妨げる大きな
要因となっており，近年，腹膜透析液に含まれるブド
ウ糖の分解物であるメチルグリオキサール（MGO）の
関与が示唆されている．一方，dipeptidyl peptidase-4

（DPP-4）阻害薬は，糖尿病下で血糖低下作用とは独
立して心臓や腎臓の臓器保護作用を有していることが
報告されており，MGOによる障害にも保護的に作用
することが示唆される．本研究では，MGO刺激によ
って腹膜線維化に至る機序の解明と，DPP-4阻害薬の
有効性について検討する．
腹膜線維化モデルは，マウスにMGOを 21日間，
腹腔内投与することによって作製し，DPP-4阻害薬の
腹膜線維化への有用性を検討する．病理的な指標とし
て腹膜における線維化マーカーの発現，腹膜の機能障
害を peritoneal equilibration（PET）検査で評価する．

1　研究目的

本研究の目的は，MGOの腹膜線維化の機序を，動
物実験にて証明し，DPP-4阻害薬が腹膜線維化抑制に
有用であることを明らかにすることである．

さらに，本研究でMGO刺激によるモデルを使用す
ることで，DPP-4阻害薬のもつ血糖低下作用と独立し
て臓器保護作用を示すことを示す．

2　方　法

動物実験：10週齢の C57BL/6Jマウスに，MGO（40 

mM/2.5 mL）を 3週間，腹腔内に注入することによ
って腹膜線維化モデルを作製し，リナグリプチンの経
口投与により腹膜線維化が抑制されるかを調べる．
①　生理食塩液腹注マウス
②　MGO腹注マウス
③　MGO腹腔内投与＋リナグリプチン経口投与マ
ウス

の 3群を作製し，腹膜の組織学的な評価を行う．評価
項目は，腹膜線維化の指標をマッソントリクロム染色
で，間葉系マーカーの発現を a-smooth muscle actin

（SMA）で，細胞外マトリックスの発現をコラーゲン
1で，線維化形成中心的な役割を果たすサイトカイン
である TGF-b1の発現を免疫染色で検討する．
さらに，腹膜機能評価として PET検査を行う．

3　結果と考察

生理食塩液腹注マウス，MGO腹注マウス，MGO

腹注＋リナグリプチン投与マウスの 3群に対して腹膜
の組織学的評価を行った結果，マッソントリクロム染
色では，腹膜の肥厚を有意にリナグリプチン群が抑制

公募研究助成 〈報告書〉

メチルグリオキサールによる腹膜線維化に 
対するリナグリプチンの効果

永井巧雄　土井盛博　正木崇生　
広島大学病院腎臓内科

key words：腹膜透析，DPP阻害薬，被嚢性腹膜硬化症

Linagliptin ameliorates methylglyoxal-induced peritoneal fibrosis in mice
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した．間葉系マーカーである a-SMAの発現もリナグ
リプチン群で有意に抑制した．細胞外マトリックスマ
ーカーであるコラーゲン 1もリナグリプチン群が有意
に抑制を示した．TGF-b1の発現も同様に，リナグリ
プチン群で有意に抑制を示した．
腹膜平行機能検査では，D/D0グルコースにおいて，

MGO群がリナグリプチン群と比べ有意に限外濾過の
低下を認めた．
今回われわれは，腹膜線維化モデルにおいて，リナ
グリプチンの有用性を初めて示した．5/6腎摘ラット
モデルにおいて，リナグリプチンは，TGF-b1を抑制
することによって，腎線維化を抑制したという報告が
ある．我々の結果もまた，MGO腹膜線維化モデルに
おいて，TGF-b1を抑制するにより間葉系細胞の発現
や細胞外マトリクスの産生を抑制し，腹膜機能保持に
至ったと考えられた．

4　結　論

今回我々は，DPP-4阻害薬であるリナグリプチンを

服用することで，グルコース代謝過程での産物である
メチルグリオキサールによるマウス腹膜線維化モデル
に対して，抗線維化効果を検討した．腹膜線維化の評
価として，マッソントリクロム染色で腹膜線維化の肥
厚，免疫染色にて間葉系細胞マーカー，細胞外マトリ
ックス，TGF-b1を染色した．リナグリプチン投与群
において，非内服群と比べ有意な抗線維化効果を認め
た．そして，腹膜機能の評価である PET検査での D/

D0グルコースにおいても，リナグリプチン投与群に
おいて限外濾過機能の保持において有意に差を認めた．
これらの結果より，DPP-4阻害薬であるリナグリプチ
ン服用は，メチルグリオキサールによるマウス腹膜線
維化モデルにおいて，抗線維化効果が得られ，その効
果により腹膜機能の保持に繋がると考えられた．

平成 26年度日本透析医会公募研究助成により得ら
れた成果は，原著論文として投稿予定のため，二重投
稿となることを避け，本報告書ではその概要を総説的
に記載した．
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要　旨

近年，水素ガスが注目されている．1～2％といっ
た低濃度の水素ガスを吸入することで，脳や肝臓の虚
血再灌流障害を軽減したり，心停止後の蘇生に良好な
結果を示すことが，動物モデルで報告されている．こ
のような水素ガスの効果は，主として水素ガスが活性
酸素の生成を抑制することによってもたらされると考
えられている．腎疾患においても，病態形成に活性酸
素による障害が影響している場合，水素ガスによる治
療が有効である可能性がある．そこで，本研究では造
影剤腎症モデルと両側腎臓の虚血再灌流障害モデルと
で水素ガスの効果を検討した．とくに，後者は腎移植
におけるドナー腎の虚血再灌流障害モデルでもあり，
今後のドナー腎の新たなコンディショニング方法とな
る可能性がある．造影剤腎症を引き起こしたラットに
水素ガスを投与しておいたところ，腎障害が軽減する
という結果が得られた．詳細な解析では，水素ガス吸
入によって酸化ストレスマーカーの発現が低下し，尿
細管のアポトーシスも減少するというメカニズムが明
らかになった．一方，両側腎臓の虚血再灌流障害モデ
ルでは，まだ水素ガスの効果が不透明である．今後，
さらに検討を重ねる予定である．

1　研究目的

近年，水素ガスが注目されている．1～2％といっ
た低濃度の水素ガスを吸入することで，脳や肝臓ある

いは心臓の虚血再灌流障害を軽減したり1～4），心停止
後の蘇生に良好な結果5）を示すことが動物モデルで報
告されている．これまでの研究によれば，このような
水素ガスの効果は，主として水素ガスが活性酸素の生
成を抑制することによってもたらされるものと考えら
れており，活性酸素による障害が病態形成に働く疾患
では有効な治療法となりうる．
一方で，腎疾患に対する治療法は限られている．慢
性腎臓病のみならず，急性腎障害に罹患する患者も増
加しており，新たな治療戦略の開発が望まれている．
そこで今回，我々は，水素ガスの吸入が腎障害を軽減
させるかどうか二つの動物モデルを用いて検討するこ
ととした．ヨード系造影剤を用いた造影剤腎症の動物
モデルと，両側腎臓の虚血再灌流障害モデルである．
特に後者は，腎移植におけるドナー腎の虚血再灌流障
害のモデルでもあり，今後のドナー腎に新たなコンデ
ィショニング方法をもたらす可能性がある．これらの
腎障害モデルに水素ガスを投与し，その有効性を検討
した．

2　研究方法

2-1　実験 1

水素ガス投与が，造影剤腎症を軽減するかどうか検
討した．

7週齢の雄性 Sprague-Dawleyラット（n＝5～6）を
麻酔し，水素ガスを吸入させた（図 1）．その後，露
出した大腿静脈からインドメタシン，L-NAME（N-w-

公募研究助成 〈報告書〉

腎疾患に対する新たな治療手段としての 
水素ガスの可能性

吉田　理　
慶應義塾大学医学部血液浄化 ･透析センター

key words：造影剤腎症，虚血再灌流障害，水素ガス，酸化ストレス

Hydrogen gas therapy for experimental acute renal disease in rat
Apheresis and Dialysis Center, School of Medicine, Keio University
Tadashi Yoshida
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nitro-L-arginine methyl ester），ヨード造影剤を順に注
入し，造影剤腎症を引き起こした．水素ガスは 40分
間の吸入後に中止し，大腿静脈部を閉創した．対照群
5例では，コントロールガスを吸入させて，同じ処置
を行った．覚醒後，代謝ケージで蓄尿し，24時間後
に採血・解剖した．血清クレアチニン，尿素窒素値を
測定するとともに，蓄尿サンプルを用いてクレアチニ
ンクリアランスを算出した．腎組織切片を作成し，形
態学的な検討を加えた．酸化ストレスマーカー発現の
評価，TUNEL染色によるアポトーシスの評価も行っ
た．腎組織からは蛋白抽出も行い，カスパーゼ等の発
現を検討した．

2-2　実験 2

水素ガス投与が，腎臓の虚血再灌流障害を改善する
かどうか検討した．

8週齢の雄性 Sprague-Dawleyラット（対照群 7例，
水素ガス投与群 7例）を麻酔し，背側より両側腎臓を
露出した．両側腎動脈の血流を血管クリップを用いて
45分間遮断した．血流の遮断は腎臓の色調の黒色化
によって確認した．45分後にクリップを外し，腎臓
の色調の赤色化を確認した後に閉創した．水素ガス投
与群では処置の間，水素ガスを投与した．対照群では，
処置の間，コントロールガスを投与した．覚醒後，代
謝ケージで蓄尿するとともに，1日後，3日後にラッ
トを解剖し，採血も行った．実験 1と同様のパラメー
タを測定した．

3　結果と考察

実験 1で，ラットに造影剤腎症を引き起こしたとこ

ろ，血清の尿素窒素は，腎症発症前の 14.9±0.9 mg/dl

から 36.0±7.3 mg/dlへと上昇が認められた．この造
影剤腎症ラットに水素ガスを吸入させたところ，尿素
窒素値は 17.6±2.3 mg/dlまでの上昇にとどまった6）．
血清クレアチニン値でも同様の傾向が認められた．ま
た，クレアチニンクリアランスでみても，造影剤腎症
によるクレアチニンクリアランスの低下が水素ガス吸
入によって抑制された．腎組織の検討を行ったところ，
造影剤腎症では尿細管内に円柱形成が出現したり尿細
管壊死が認められたりしたが，これらの障害も水素ガ
ス投与で改善することが判明した6）．詳細な検討では，
これらの変化はアポトーシスの抑制，酸化ストレスマ
ーカーである 8-hydroxy-deoxyguanosineの発現低下
を伴っていることが明らかとなり6），造影剤による酸
化ストレス亢進が水素ガスにより低減し，腎障害を軽
減しているというメカニズムが考えられた．
一方，実験 2において，ラットの両側腎臓虚血再灌
流モデルで水素ガスの影響を検討している．しかしな
がら，現在のところ水素ガス吸入の有無で腎機能障害
に有意差を認めていない．現在ラットの匹数を増やし
て検討するとともに，障害後 7日目などの長期効果に
差がないかどうかなど，検討を重ねている．
このように，ラットの造影剤腎症モデルを用いた検
討において，水素ガスの吸入が造影剤腎症に保護的に
働くことが示された．水素ガスは燃焼・爆発の危険性
がいわれるが，空気中に 4.6％未満の場合，安全とさ
れる7）．今回の水素ガスは 1.29％であり臨床応用が可
能な濃度である．今後，ラットの両側腎臓虚血再灌流
モデルにおいても，水素ガスの影響を明らかにしてい
く予定である．これら二つのモデルで，水素ガスの有
用性が認められれば，さらなる腎移植モデルで検討を
行い，最終的には実際の臨床研究への橋渡しをしたい
と考えている．

平成 26年度日本透析医会公募研究助成により得ら
れた成果の一部は，原著論文として『Nephron Exper-

imental Nephrology』に投稿したため，二重投稿とな
ることを避け，本報告書ではその概要を総説的に記載
した．なお，原著論文は平成 26年 12月に下記論文と
して公表された6）．

図 1　ラットに対する水素ガスの吸入
　麻酔したラットに 1.29％水素ガスを経鼻・経
口により吸入させた．その後，薬剤を静脈投与し
て造影剤腎症を発症させた．
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1　本邦の医療経済の実態

社会保障給付費は実際に使用された医療関連費用の
総額である．2006年の社会保障給付費の総額は 89.1

兆円であり，そのうち年金に 47.3挑円（53％），医療
費として 28.1兆円（32％），その他の福祉費用に 13.7

兆円（15％）が使用されている．特にこの福祉費用の
うちの 6.1兆円（7％）が介護費用としての支出であ
り，年金とあわせて 53.4兆円（60％）は高齢者に関
わる社会生活（介護費用を含む）のための費用である．
対国民総所得比（gross national income;  対 GNI）で
は 23.9％であり，GNIの約 1/4は高齢者の生活関連
の費用として（年金，介護費用を含む）使用されてい
る．実際の生活費としての年金は 47.3兆円であり，
対 GNI比で 12.7％まで増加している‡1）．
厚生労働省の最新の報告‡1）には 2012年度の社会保
障給付費の詳細が報告されている．それによれば，総
額は 108.6兆円であり，医療費が 34.6兆円（31.9％），
年金に 54.0兆円（49.7％），福祉その他に 19.9兆円
（18.4％）が使用されている．この 108.6兆円の対

GNI比では 30.9％まで増加しており，国民総所得に
対する割合は着実に増加している．また対国民総生産
比（gross domestic product;  対 GDP）で は 23.0％ま
で増加している．この社会保障費の年次推移は厚生労
働省のホームページにも示されている．社会保障給付
費としての年金，医療費，さらに福祉関係の費用はい
ずれも着実に増加している．

2　本邦の透析医療費の歴史と現況

本邦で透析医療に対して健康保険が適応されたのは，
昭和 42年（1967年）からである．初期には健康保険
本人に対しては 10割給付であったが，健康保険家族
には７割給付，国民健康保険では７割給付に制限され
ていた．その後，昭和 48年から自己負担の限度額が
設定されたものの，昭和 46年健保家族（50％負担）
で 100,000円/月以上の支払いが必要であった．昭和
48年以後は毎月 15,000円から 50,000円の支払いが必
要であった．そのため，高額な医療費を支払うために
家を売る，借金をする，生活保護を受けるために離婚
する，などの実態が明らかとなり，昭和 46年に透析
患者による全腎協が組織され医療費の控除にむけて積
極的な活動を行った．その積極的な患者会の活動の結
果，透析医療費に関しては月々 20,000円を限度とし
て国庫負担となった．現在では医療制度をきちんと利
用すれば（身体障害者申請など），ほとんどの患者は
自己負担なく平等に透析医療を受けることができる．
このような制度は，世界でも類がなくきわめて優れ
た医療保険制度と評価されている．その事実を表すデ
ータとして，透析医療の世界比較データであるDOPPS

の結果がよく知られている1）．本邦の透析患者の死亡
率は，欧米と比べて圧倒的に低値である．本邦の透析
患者の予後が欧米に比べて格段に優れているのは，本
邦の透析医療レベルが高い事に加え，この保険制度に
よってすべての透析患者が優れた透析医療を享受でき
るためと考えられる．

埼玉医科大学総合診療内科

各支部での特別講演   講演抄録

透析療法における医療経済

中元秀友　

平成 27年 8月 22日/北海道「平成 27年度北海道透析医会学術講演会」　
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3　医療経済から見た透析医療費

このように本邦の優れた医療保険体制と医療者の努
力は，日本国民の平均寿命を世界一に押し上げ，さら
に透析患者の予後を世界一のレベルにした．しかしな
がら，医療費の面では大きな問題が生じている．先日
発表された 2013年度末の日本透析医学会統計調査委
員会の報告によれば，透析患者はついに 314,180人
（4,173人増）と 31万人を超え，透析施設も 4,264施
設となった．一方，腹膜透析（PD）患者数は 9,245人
（2.9％）と 9,510人より 265人減少しており，在宅血
液透析患者数は 461人（0.1％）と増加したものの，
際立って低い比率である．
透析人口の増加に伴い透析に関わる年間医療費は 1

兆円を大きく超えており総医療費の約 4％を占めてい
る．維持透析患者数はこの 30年間で約 20倍に増加し
た．現在でもなお年間 38,024人が透析導入となった
ものの導入患者数は減少傾向にある．死亡患者数は
30,708人と初めて減少に転じた．その差の 4,173人の
患者数の増加を認めている（しかしながらこの増加数
は着実に減少している）．1980年に本邦の透析患者数
は 3.6万人であったが，30年後の 2011年には 30万人
（8.3倍）を超え，今後まだしばらくは増加する事が予
想されている．

4　高齢者透析と医療費 
 　　――　�在宅透析医療の推進

もう一つのわが国の高齢者対策として重要な事，そ
れは高齢者の社会復帰を前提とした在宅医療の推進が
ある．高齢者が長期入院することで ADLが悪化する
事はよく知られている．そのためにも，本邦でも入院
日数の抑制政策が積極的に進められている．
一方，腹膜透析（PD）は在宅医療として確立した
重要な透析療法であり，高齢者において ADLの自立
と痴呆予防に効果があることが報告されている．また
透析施設にとっても人件費がかからないため，その収
益性は決して HDに劣るものではない．厚生労働省
も在宅透析として PDを普及させるため，PDの医療

費を HDの医療費よりも優遇しており，在宅における
介護保険の適応についても範囲を広げている．PDの
利点は，満足度の高さと生活の自由度の高さにある．
高齢者では少ない透析回数で十分な透析効率を得られ
る場合もあり，その生活の質（QOL）への優位性も
PDの注目すべき利点の一つと言える（incremental 

PD療法）．今後の高齢者において PDは推奨すべき透
析方法の一つである．

5　おわりに

日本は世界で最も急速に高齢化が進行している医療
先進国であり，その未来は世界の医療の未来を示すも
のと考えられている．今後，本邦における高齢者の増
加，それに伴う医療費の増加はさけられない．税金を
負担する生産年齢人口は 1998年以後すでに減少に転
じている．本邦の透析医療は低額の自己負担で，優れ
た透析医療を全国民に平等に提供している．その基本
となるのが，わが国の優れた医療保険制度であり，国
民皆保険，現物給付制度，さらにフリーアクセスを特
徴としている．そのために，すべての国民は少ない自
己負担で優れた透析医療を受ける事ができる．その結
果，わが国の透析患者の予後は世界で最も優れた成績
である．
このような優れた末期腎不全医療の状況を今後も維
持して行くために，我々は未来の透析医療に関して医
療費の面からも考える必要がある．高齢者透析では
ADLの維持，特に満足度の高い医療として在宅透析
である腹膜透析（PD）は積極的に進めていくべき在
宅透析療法である．また透析にならないための予防医
療，さらに透析の中止と非導入等に関しても国民の間
で議論すべき時期にきている．
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カルニチンは，血液透析患者の病態改善のために投
与されている．エリスロポイエチンの反応性を高めた
り，筋痙攣などの筋肉症状を改善したりすることが知
られている．本講演では，演者が中心となり解析を続
けているカルニチン欠乏マウス（JVSマウス）から得
られた知見をもとに，透析患者の病態におけるカルニ
チン投与効果の機序について考えられることを述べる．
最初に考慮する点として，透析のエネルギー代謝へ
の影響を見ておく必要がある．透析後は，透析前と比
べて，呼吸商の値が下がっていることが知られている．
このことは，透析によって，糖消費から脂肪酸消費へ
と代謝が傾くことを意味している．したがって，透析
によって，脂肪酸代謝に必要とされるカルニチンなど
の物質の要求性は高まっており，カルニチン不足によ
る脂肪酸蓄積が生じやすい状態であるという把握が必
要である．

JVSマウスは，細胞膜カルニチン輸送体（organic 

cation transporter 2;  OCTN2）の遺伝的欠損によって
生じる．本輸送体は，腎臓の近位尿細管細胞の細胞膜
に発現しており，カルニチンの腎での再吸収に関与し
ている．JVSマウスは，腎でのカルニチン再吸収が障
害され，全身性のカルニチン欠乏になることが示され
ている．透析患者において，血液をはじめ全身臓器の
カルニチンレベルが低下するのは，カルニチンの分子
量が小さく，透析液中に抜けてしまうからと容易に考
えられる．前述の透析後の脂肪酸代謝依存性が高まる
状況にもかかわらず，カルニチンが抜けてしまうこと
は，透析後にはより脂肪酸蓄積が生じ，脂肪酸毒性が

生じやすいと考えられる．
JVSマウスの代表的な症状は，脂肪肝と心肥大をは

じめとする筋肉異常である．カルニチン投与によって
どちらの症状も改善されるが，ここで考えるべき大事
な点がある．カルニチンが補酵素として関与する car-

nitine palmitoyltransferase（CPT）は，肝臓型（L型）
と筋肉型（M型）の 2種類の酵素があり，親和性を
意味する Km値が，それぞれ，30 nMと 500 nMと報
告されている（報告によって値は異なるが）．カルニ
チンの臓器濃度は，どちらも 500～1,000 nM程度であ
る．これらの値に着目すると，透析患者において，ど
うして筋肉痙攣などの症状が出現し，カルニチン投与
が有効なのかが理解できる．カルニチンに対する親和
性の低い酵素が関与している筋肉は，カルニチン濃度
が低下することで，酵素活性が低下してしまう可能性
がある．また，カルニチン投与によって，改善しやす
いということも，臓器カルニチン濃度の変化によって
酵素活性が上昇すると考えられ，容易に理解ができる．
実際，JVSマウスの肝臓を用いた灌流実験において，

著しく臓器カルニチンレベルが低下している JVSマ
ウス肝臓では，脂肪酸によるケトン体産生はカルニチ
ン投与で亢進する．一方，カルニチン濃度がある程度
飽和されている正常マウスにおいては，カルニチンの
脂肪酸によるケトン体産生にはなんの効果もなく，す
でに存在するカルニチンレベルで高親和性の CPTは
十分機能する．このことは，臓器カルニチン濃度と
CPTのカルニチンに対する親和性を考慮することが，
カルニチンの投与機序を考えるうえで重要であること

鹿児島大学医歯学総合研究科衛生学・健康増進医学/鹿児島市 CKD予防ネットワーク委員会

各支部での特別講演   講演抄録

透析患者におけるカルニチン補充療法を考える

堀内正久　

平成 27年 10月 15日/鹿児島県「鹿児島県透析医会学術集会」　
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を示唆している．
JVSマウスから得られたもう一つの実験的事実があ

る．カルニチン欠乏の状態は脂肪酸酸化が抑制される
一方，糖の利用が促進される．これは，遺伝性の疾患
モデルで認められるだけでなく，カルニチン構造類似
体（mildronate）投与動物においても認められる．カ
ルニチン欠乏の状態は，糖取り込みが促進し，血糖値
が低下する可能性が考えられる．カルニチン欠乏の病
態として，代謝できない脂肪酸が蓄積する脂肪酸毒性
の病態とともに，その後引き起こされる低血糖も重要
な病態であると考えられる．低血糖→交感神経系の亢
進などが生じ，全身の疲労感などが引き起こされる可
能性もある．カルニチンの投与は，主に筋肉の脂肪酸
代謝を改善し，蓄積脂肪酸の毒性を解除し，また，糖

取り込みの促進を未然に防ぎ，透析後の種々の病態の
改善に関与しているのではと考えられる．
動物実験から得られた知見を中心にした考察を提示
したが，これから，臨床におけるカルニチン投与の経
験が蓄積されるにつれ，カルニチン投与効果の新しい
側面も見出されるかもしれない．最後に，カルニチン
投与は良い面だけでなく，腸内細菌によって動脈硬化
促進物質に代謝されることが報告されたり，カルニチ
ンのアシル基誘導体が，カリウムチャネルに作用し，
不整脈誘発にかかわる可能性が示されたりしている．
カルニチンは水溶性の物質であり，毒性は高くないと
考えられるが，排泄が障害される腎不全病態において
は，特に，不必要な大量投与は避ける必要があると考
えられる．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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今から 20数年前，私は興味深い症状を呈する突然
変異マウスを偶然発見した．このマウスは，動脈硬化
（血管石灰化），心肥大，骨粗鬆症（低回転骨），認知症，
難聴，多臓器の萎縮（性腺・胸腺・骨格筋・皮膚）な
ど多彩な老化類似の症状を呈し，早期に死亡してしま
う．私共の研究は，このマウスで欠損している遺伝子
を同定したことに端を発する．ギリシャ神話の生命の
糸を紡ぐ女神に因んで Klothoと命名したその遺伝子
は，その後の研究により，リン代謝を制御する FGF23

というホルモンの受容体をコードしていることがわか
った．
リンを摂取するとなんらかの機構で骨がそれを感知
し，骨細胞が FGF23を分泌する．FGF23は腎に発現
する受容体 Klothoに作用し，尿中リン排泄量を増や
す．すなわち，FGF23はネフロン当たりのリン排泄
量を増やすリン利尿ホルモンとして機能し，リン恒常
性を維持している．つまり，Klotho欠損マウスの病
態の本質は「リン排泄障害によるリンの貯留」であり，
実際，Klotho欠損マウスを低リン食で飼育してリン
貯留を解決してやると，早老症が治ることがわかった．
これらの事実から「リンが老化を加速する」という概
念に至った．しかし，ここで「老化」という言葉を使
うと semanticな議論を刺激するので，私共は「リン
制限によって治療可能な老化類似の病態」を Phos-

phatopathyと定義し，現在，Phosphatopathyの分子
機構の解明を目指している．
細胞外液中でリン濃度が上昇するとリン酸カルシウ
ムが析出するが，血中や原尿中では Fetuin-Aなどの

ミネラル結合蛋白がこれを速やかに吸着し，結晶の成
長を防ぐ．その結果，リン酸カルシウム結晶と Fe-

tuin-Aからなるコロイド粒子，すなわち CPP（calcip-

rotein particle）が形成される．つまり CPP形成とは，
骨以外の場所でリン酸カルシウム結晶を成長させない
防御機構が働いた結果と考えられる．しかし CPPは
無害ではない．私共は CPPが自然免疫反応や細胞障
害を誘導する生理活性物質であることを確認した．す
なわち，Phosphatopathyの原因は CPPという「病原
体」による非感染性慢性炎症である，という仮説に至
った．
ヒトにも Phosphatopathyが普遍的に認められる病

気がある．慢性腎臓病である．糖尿病や高血圧の合併
症として起こる場合が多く，本邦では成人 8人に 1人
が患う「国民病」であり，リン制限（リン吸着剤の投
与）で生命予後が改善すること，血中 CPPレベルが
高いこと，血中 CPPレベルが炎症所見や血管石灰化
に相関すること，等が臨床研究ですでに示されている．
慢性腎臓病でネフロン数が減ったのにリン摂取量を
減らさないとどうなるであろうか．ネフロン数の減少
をネフロン当たりのリン排泄量の増加で代償する必要
から，FGF23が上昇する．その結果，リン恒常性は
保たれ，慢性腎臓病の早期～中期では血中リン濃度は
上昇しない．しかし，原尿中リン濃度は上昇するため，
原尿中に CPPが形成される可能性が出てくる．実際，
片腎摘出マウスを高リン食で飼育すると，血中リンは
正常でも FGF23が上昇し，原尿中に CPPが出現する．
原尿中の CPPは尿細管細胞を障害し，腎線維化を誘

自治医科大学分子病態治療研究センター抗加齢医学研究部

各支部での特別講演   講演抄録

リン制限はいつからはじめるべきか
――　基礎医学からの提言　――

黒尾　誠　

平成 27年 10月 18日/静岡県「平成 27年度静岡県腎不全研究会」　
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導する．つまり FGF23の上昇は，残存ネフロン数に
対してリン摂取が過剰であるサインであり，たとえ血
中リン濃度が正常でも，リン制限をして腎線維化を防
ぐのが合理的と考えられる．
以上の基礎医学的な検討から，慢性腎臓病における
リン制限（食事指導やリン吸着剤投与）の適用症を，

高リン血症ではなく高 FGF23血症にすることを提案
する．FGF23はステージ 2～3で上昇し始めるので，
リン制限の適用は大幅に拡大する．治療目標も，心血
管合併症の抑制だけではなく，腎機能低下や透析への
移行の抑制を目指すことになろう．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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はじめに

近年の医療の進歩は凄まじく，循環器内科領域でも
しかりである．疫学的にも，悪性新生物と並んで，心
臓病は国民の死因として増加の一途をたどっている状
況で，ますます診断，治療の進歩が望まれている．今
回は，この数十年の循環器内科の診断や治療の変遷に
ついて簡単にまとめてみたい．

1　虚血性心臓病

危険因子として米国のフラミンガム研究で高血圧，
糖尿病，高脂血症，喫煙，家族歴などが示されて以来，
虚血性心疾患自体の治療に加え，それらの治療も重要
であることがわかってきている．その後の研究で，慢
性腎不全も危険因子として重要であること，特に透析
患者は通常の 10～20倍発症リスクがあることがわか
ってきた．透析症例の虚血性心臓病は症状がはっきり
しないことが特徴で，普段から注意しておくことが重
要である．
診断では冠動脈 CTが進歩し，最新の 320列の場合

は，症例によっては冠動脈造影検査に遜色のない画像
が得られるようになり，外来での検査の幅が広がった．
ただし，透析症例は冠動脈の石灰化が強く，評価困難
なことも多い．
治療に関しては，1970年代の冠動脈バルーン拡張

術開始後，ベアメタルステント，薬物溶出性ステント
と登場し，平成 28年度中には生体吸収スキャフォー
ルドが使用できるようになる予定である．

2　心不全

心不全は悪性疾患ではないものの予後のよくない疾
患であり，10年生存率が約 50％程度との報告もある．
慢性腎不全も心不全の増悪因子の一つであり，腎不全
の程度が高いことで心不全の予後が悪くなるという報
告もされている．
治療としてはアンジオテンシン変換酵素阻害薬や，
アンジオテンシン受容体拮抗薬，b遮断薬などの内服
治療の他に，近年は心臓リハビリテーションが注目さ
れている．心臓リハビリテーションは，運動療法と生
活指導を組み合わせた集約治療で，予後を 20％以上
改善したとの報告もある．その他にも，簡易型人工呼
吸器である adapted support ventilation（ASV）や，両
心室ペーシング（右心室のみでなく左心室も同時にペ
ースメーカーで刺激をする方法）など新たな治療法が
開発されてきた．心臓外科領域では左心室補助装置
（LVAD）手術，心臓移植も行われるようになっている．

3　不整脈

不整脈の中でも罹患率の高い心房細動に関し様々な
ことがわかってきた．疫学では，60歳を超えると罹患
率が増加すること，80歳以上になると 1割前後の罹患
率であることがわかった．また，心房細動の脳塞栓症
の危険因子から脳梗塞の危険性を予測する CHADS2 

scoreができたことにより，抗凝固療法の適応が明確
になってきた．また，従来は抗凝固療法としてワーフ
ァリンしかなかったが，最近はワーファリンに代わる

浜の町病院循環器内科

各支部での特別講演   講演抄録

循環器内科治療の現状と変遷
――　透析を含む腎不全に合併しやすい疾患に注目して　――

臼井　真　

平成 27年 10月 29日/福岡県「第 57回福岡市透析集談会」　
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新規抗凝固薬が開発された．新規抗凝固薬は値段が高
く，腎機能が悪いと使用できないが，食事制限がなく，
ワーファリンよりもコントロールが容易であり，症例
によっては使用しやすいと思われる．
また，心房細動を含む様々な頻脈性不整脈治療は今
までは薬物治療しかなかったが，1990年代後半より
カテーテルアブレーション（カテーテルによる不整脈
治療）が発達してきた．不整脈により成功率は異なる
が，最近は約 80～97％程度の成功率となっている．
また，徐脈性不整脈治療には従来からペースメーカー
治療が行われてきたが，2012年からは条件付きなが
らMRI対応永久ペースメーカーが登場し，ペースメ
ーカー患者でもMRIを施行できる可能性が出てきた．

4　その他

心臓以外においても，下肢動脈（閉塞性動脈硬化

症）や腎動脈の閉塞に対して，バルーンやステントに
よる治療を冠動脈同様施行している．
また，2000年以降になり，エコノミークラス症候
群として注目されるようになった，周術期に時々認め
られる深部静脈血栓症に対しては，下大静脈フィルタ
ーを症例によって留置している．

おわりに

循環器内科の扱う疾患としては 3大疾患である虚血
性心臓病，心不全，不整脈でほぼ 8割以上を占める．
それぞれの領域において，目覚ましい発展が認められ
る．特に虚血性心臓病と心不全においては，予防にも
力が入れられるようになってきている．また，心臓以
外の末梢血管に対しても，循環器内科が関わる病態が
増えてきている．

＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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1　論文の背景

（公社）日本透析医会が，（一財）日本統計研究会，
（一社）全国腎臓病協議会とともに活動を支援してい
る透析医療研究会による研究成果が英文論文になった
ので，その概要を紹介する．この研究は全国腎臓病協
議会の協力を得て，被災地に居住する透析患者にアン
ケート調査を行い，患者の精神健康（メンタルヘル
ス）に関連する要因を分析したものである．
透析医療研究会は，5年ごとに，全国腎臓病協議会
の会員へのアンケート調査をもとに透析患者の実態調
査を発行している．全国腎臓病協議会に入会する新規
透析患者が減少して，協議会の患者組織率が低下して
きたため，これまでの調査方法では透析患者の実態に
偏りが生じる恐れが大きくなってきた．そこで，2016

年に予定されている患者実態調査では，協議会会員以
外の患者を含めた日本透析医会会員施設の全透析患者
を対象として行う案が現在検討されている．そのさい
には日本透析医会会員の皆様のご協力をお願いする次
第である．

2　和　訳

タイトル：「東日本大震災 2年後の被災地に居住する
透析患者の精神健康に関連する要因」

要旨
本研究は東日本大震災により甚大な被害を受けた県

（岩手県，宮城県，福島県）に生活する透析患者を対
象に，精神健康（メンタルヘルス）の問題とこれに関
連する要因を解析した．調査では東日本大震災 2年後
に，上記 3県の全腎協の全会員を対象に行い，約 1,500

名から回答を得た．調査項目は，災害関連のストレス
要因，患者の性別，社会経済状態，被災前の健康状態，
社会的支援であった．これらは過去の研究において災
害後の生存者のメンタルヘルスの悪化あるいは軽減要
因として同定されている要因である．今回の研究では
透析特有の要因として，緊急時治療計画の事前告知
（災害が起きる前に被災時の治療継続法を準備して患
者に知らせておくこと）を加えた．
災害後のメンタルヘルスの問題を，外傷後ストレス
障害（PTSD）とうつ状態の共存状態，PTSDのみ，
うつ状態のみの 3種に分類したが，回答者における罹
病率はそれぞれ，7.5％，25.0％，2.9％であった．災
害関連ストレス要因のみならず，被災前の健康状態は
PTSDとうつ状態の共存状態，および PTSDを悪化さ
せる直接的影響を有した．一方，社会的支援と災害時
治療計画の事前告知は PTSDとうつ状態の共存状態
を軽減する影響を示した．災害時治療計画の事前告知
が透析特有の要因であり，透析患者における被災後の
PTSDとうつ状態の共存状態の発生を減らす影響をも
つことが，これらの結果により示唆された．

3　論文から得られた成果とコメント

東日本大震災のような大規模災害にさいして，災害
弱者である透析患者では少なからぬメンタルヘルスの
影響を受け，PTSDは 25％の患者にみられ，ついで
PTSDとうつ状態の併存が 7.5％，うつ状態のみが 2.9

％の結果であった．今回の結果で，緊急時治療計画
の事前告知（災害が起きる前に被災時の治療継続法を
準備して患者に知らせておくこと）が PTSDとうつ
状態の併存を軽減する効果を示したことは，今後予想

書　　　評

「Factors in mental health problems among Japanese dialysis  
patients in heavily damaged prefectures two years after  

the great east Japan earthquake」

研究代表者：杉 澤 秀 博

Advances in Phychiatry. 2105;  2015 : Article ID 265907.
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される都市直下型大規模地震の対策を立てるうえで大
変参考になるものと考えられる．このような結果が得
られた背景には，被災地に仙台が含まれていたことが
考えられる．仙台では昭和 53年 6月 12日の宮城県沖
地震の経験があり，大規模地震に対する対策が地域全

体に浸透していたことでこのような結果が得られたこ
とが推定される．

評者　　日本透析医会専務理事　篠田俊雄　
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秋も終りに近づくと家の近くのそば屋に「新そば」
の看板が出る．そば好きの小生は時々行って頬張って
来る．小生のは所謂そば通ではなく我流嗜好型の昔風
そば好みである．
透析科の朝，夕組の間の中休みに透析室の裏の休憩
室で二，三のナース，テクニシャンとお茶を飲みなが
らそば談義をした．若い彼らの評判は太めでかたく，
汁は濃く辛いのだが，当方は細みで適度なかたさ，汁
は淡白だが香りが良いのが好きだ．だから彼等が推す
そば屋には興味がない．
落語に「そば清」と言うのがある．そば好きの清さ
んが荷物を背負って峠を越えて里に向う途中，疲れた
ので大木の脇に荷を下し一服していた．するとやや遠
くの林の方に旅人らしい男が草の上に坐って居眠りし
ていた．煙を吹かし乍ら眺めていると何やら黒い物が
旅人の近くに降りてきた．うわばみらしい．あっとい
う間に男を呑んでしまった．「さあ大変だ」と思って
いたらうわばみの腹の辺がぱんぱんに膨れ流石のうわ
ばみも苦しそうに見えた．するとゆっくり草の中に入
って行き黄色い草をむしゃむしゃ食べている．目を開
いてよく眺めるとうわばみの大きな腹がみるみる小さ
くなって行く．やがて元に戻ったのかまた大木の枝に
昇って行った．旅人の男は消滅してしまった．これを

見ていた清さんは興味を持ったので黄色い草を少々抜
いて持ち帰った．その後清さんに異変が起こった．
或る日仲間とそば屋に行きそば食い争いの賭をした．
清さんが勝ち三両を獲得した．併し太鼓腹になったの
で例の草を思い出し三人の友人に，
「一寸手洗に行ってくるから待っててな」
と言って外に出た．懐から出した紙包みの中の黄色い
草を半分許り食べた．
なかなか清さんが戻って来ないので三人が戸を開け
て廊下に出て驚いた．床の上にそばが羽織を着て置い
てある．黄色い草は人間だけを溶かすのであった．
という噺だ．
若し小生が「わんこそば」あたりで食べ過ぎて清さ

んみたいに黄色い草を食べたらそばが白衣とその上に
聴診器でも載っているのでしょうかね．

 （了）

メディカル・エッセイ

晩秋そば談義
――　透析休憩室の窓辺にて　――

杉野信博

東京女子医科大学名誉教授

図　わんこそばの上の白衣と聴診器
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お　知　ら　せ

平成 28 年度　透析療法従事職員研修のお知らせ

この研修は，透析療法に携わる方々を対象に，透析療法に関する研修を行い，腎不全医療の質
の向上を目的としています．
平成 27年度は，日本全国から 1,412名の方々が受講され，現在まで延べ 41,115名の方々が受

けられています．
透析医療の第一線で活躍する講師陣による，現場に即したわかりやすい講義は，毎回参加者か
ら大変好評を得ています．

　1. 対 象 者：透 析療法または CKD（慢性腎臓病）診療に携わる医師・看護師（准看護師を
含む）・臨床工学技士・臨床検査技師・衛生検査技師・管理栄養士・栄養士・
薬剤師

　2. 講　　義：日時　平成 28年 7月 16日（土）・17日（日）
　　　　　　　 場所　大宮ソニックシティ  大ホール他（埼玉県さいたま市）

　3. 実　　習：講 義終了後，平成 28年 12月末日までに全国 185の実習指定施設において所
定のカリキュラムを行います．  
（対象者：医師・看護師（准看護師を含む）・臨床工学技士）

　4. 受講費用：Ａ. 講義のみ　　　　　22,000円（税込）
　　　　　　　 Ｂ. 講義＋実習　　　　22,000円（税込）＋実習料（※注）
　　　　　　　 実習生が実習指定施設（実施要領に記載）に所属している場合
　　　　　　　 Ｃ. 講義＋実習＋見学実習　22,000円（税込）＋見学実習料（※注）
　　　　　　　 ※注　 実習料・見学実習料は，講義受講後，実習または見学実習に際して，

各実習指定施設へ直接お支払いいただきます．

　5. 修 了 証：講義と実習（または見学実習）を修了した実習者には，修了証書を発行します．

　6. 申込方法：平 成 28年 3月 1日付にて，主な透析医療施設長宛に発送する「実施要領」を
ご参照のうえ，研修申込書にて（公財）日本腎臓財団宛にお申込み下さい．
（当財団 HPよりインターネットにて申込み．アップロードは平成 28年 3月
上旬予定）

　7. 申込締切：平成 28年 5月 6日（金）

　8. 後　　援：厚生労働省（予定）

　9. 問合せ先：（公財）日本腎臓財団　研修担当
　　　　　　　 〒112-0004　東京都文京区後楽 2-1-11
　　　　　　　　 TEL　０３ -３８１５ -２９８９　　FAX　０３ -３８１５ -４９８８
　　　　　　　　 URL　http://www.jinzouzaidan.or.jp/
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﹁高齢化社会における透析治療症例の果たす役割﹂  �   前田憲志　

わが国においても高齢化が年々進行し，転倒・骨折・サルコペニア・摂食嚥下障害・認知症などにより衰

弱され介護を要する方々が増加し，大きな社会問題となっています．

一方，慢性透析症例においても，合併症と高齢化の進行により，脆弱性を有する方々の著しい増加がみら

れます．一般高齢者のフレイルを伴う方々に対しては，「地域包括ケアシステム」による「在宅医療・介護

連携」によって対応すべく，国策によって全国展開が推進されています．この一般高齢者の脆弱性と透析症

例の合併症とはいくつかの共通の課題が存在すると考えられています．栄養障害，サルコペニアや血管石灰

化による血管障害などについては，一般高齢者と慢性透析症例では共通部分が多いように考えられます．こ

のような重要な課題解決に向けてどのような切り口から研究を進めるのが近道なのでしょうか．

まず，サルコペニアについて考えてみましょう．慢性透析症例のサルコペニアは透析時間の増加によって

充分な透析を行い，摂食量が増加し，運動量を増加させると筋肉量も増加する症例が多いことが報告されて

います．一方，一般高齢者では，摂食量が簡単に増加できない症例もありますが，運動は筋肉量の増強に効

果が見られます．また，グレリンの発見以来，セロトニンを低下させるとグレリン分泌が増加することも見

出され，抗セロトニン薬の投与によって，食欲を増進させることがかなりの症例でみられており，在宅医療

の現場では有用な治療法になりつつあります．透析治療の場合，長時間透析で充分な治療を行って食欲が増

加するとの報告もみられます．この場合，前述の一般高齢者の食欲増進の場合と機序が違うのか同じなのか，

明らかにする必要があります．

また，透析症例の場合，過剰な燐の貯留によって，血管石灰化を伴う血管障害を生じることが報告されて

います．さらに，燐は Phosphatopathyと呼ばれる炎症を引き起こし，血管のみならず，各所で有害な炎症

様反応を引き起こす事が報告されています．一般高齢者の血管石灰化や臓器障害に燐，Ca，fetuinなどが関

与し，calciprotein particle（CPP）による炎症が生じることも報告され，早期老化様症候群（premature ag-

ing like syndrome）を引き起こす可能性も報告され，興味深い現象であリます．また，これらの Ca,燐代謝

異常は透析症例にも共通する点が多く見られており，透析症例の研究から一般高齢者の血管障害の機序が明

らかにされる可能性は高く，車の両輪のごとき関係にあるのではないかと推測されます．

ご存知の通り，わが国の慢性透析症例は日本透析医学会統計調査に登録されており，多数例での解析を行

いうる状況にあります．慢性透析症例におけるMIA症候群も未だに原因は明らかになってはいませんが，

長時間透析によって改善の方向に向かうことは明らかで，まだ，遠くではありますが解決の方向性が見えて
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いるのではないかと考えられます．また，活性酸素種による血管障害についても，還元予備能の低下による

障害が重要な課題であり，透析症例においては還元型アルブミンの低下の改善を指標とした酸化還元予備能

正常化に向けた取り組みも始まっています．

わが国の慢性透析療法が始まって 50年余になりますが，まだまだ多くの未解決の課題が残されています．

これらの慢性透析症例の未解決病態の解明が進み，予後改善が見られることは，取りも直さず一般高齢者の

脆弱性解明にも多くの分野で進歩が見られる事となり，一般高齢者の脆弱性改善に応用できるものと考えら

れます．

わが国の超高齢者の脆弱性に伴う在宅医療・介護の問題は，地域包括ケア方式によって対応する制度化が

進められていますが，経済負担の増大や介護人員不足など厳しい環境にあります．わが国の透析症例の脆弱

性の解明は前述の通り，一般高齢者の脆弱性の解明に通じるものであり，各方面からの研究解明の推進が強

く望まれています．
大幸砂田橋クリニック（愛知県）　
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﹁喪失体験﹂  �   阿岸鉄三　

この 2～3年，自らの喪失体験に対する反応に悩んでいる．80歳をまじかにして，いまさら失うものもな

いと自分でも思っていた．喪失体験は，例えば，長年連れ添った連れ合いに先立たれなどといったことであ

る．反応としては，うつ状態になったりすることもある．わたしの場合，反応は，もちろん，精神的・心理

的，そして肉体的，さらに，スピリチュアルにも及んでいる．自らの反応を楽しみながら観察している，ち

ょっと奇妙な自分がいる．喪失体験に反応している自分，反応を認識している二人称的存在，そしてそれら

を観察している三人称的存在に気づいている（awareness）．離人症的傾向があるのかもしれない．

2013年 1月に脊柱管狭窄症（頚髄症）で手術をうけたが，後遺症で現在も手に知覚障害，脚に歩行障害

がある．いろいろなものを短時日のうちに，喪失した．

今から考えると 2012年（78歳）秋頃まで，心身的にも，スピリチュアルにも，無茶苦茶，いわゆる元気

であった．今考えてみて，自分でも理解不能というくらい元気であった．2000年に，東京女子医大を定年

になったが，約 70ある著編書の多くは定年前後の仕事である．IBMからでていた VIA VOICEという音声を

字に変換するソフトのお蔭でものすごく原稿が書けた．

遊ぶことを自慢するバカはそうはいないと思うが，あえて紹介したい．アウトドアスポーツを中心とする

ものである．それができなくなったのが，喪失である．

週末を待ち兼ねて，本栖湖に近い別荘へ行く．あきれた妻が同行しなくなったので，自分で出鱈目の料理

をして食事の用意もした．山野草を食べ，自己流のピザを焼く．独りで，BBQ．電信柱の太さの庭の木を

チェインソーで倒し，斧をふるって，薪にして暖炉にくべる．富士山一合目の庭は，火山灰地なので，近所

の酪農家から買った牛糞を，自分で一輪の猫車で運び，畑を作った．ウサギ・鹿から畑を守るため，鳥獣防

護ネットで蚊帳様のものを作って木からつるした．当然，庭の樹木の手入れをする．朝から夕方まで，外で

作業する．これが，飯のタネならつづけられない．勝手に，好きだからやれる．札幌の馴染みの居酒屋の女

将に，真っ黒に日焼けしたのを野良仕事でもやっているのと，尋ねられたこともある．

万歩計を腰にぶら下げて，本当に，ほぼ毎日 10,000歩いた．マウンテンバイクで富士山麓を駆け巡り，

自己流の水彩画を描く．外国の学会に出席するたびに絵を描いた．そのうち，絵を描くために学会へ行くの

ではないかと，自分で思ったこともある．スキーは，札幌生まれなので幼いころからやっていた．毎冬，2～

3回は，ニセコにスキーに行っていた．カナダ・ウィスラーで，ジェットヘリで山の頂まで飛び，氷河を滑

るスキーをしたこともある．バンフ・タホ湖・アスペンも素晴らしかった．青木ケ原樹海の中の新雪をクロ
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スカントリースキーで歩き回った．

67歳頃から，ヨットを始めた．葉山で，裕次郎灯台を見ながら，ディンギーを操れるようになった．極

め付けは，地中海のミノルカ島でのセイリング．アラスカサーモンのフィッシング，New Zealandで 50 cm

のブラウントラウトを釣り，フレンチレストランで料理してもらったこともある．Minnesotaに 12,000の湖

があると聞き，釣りに行き，フロートのついたセスナ―に乗り，湖を釣り渡った．South Carolinaで kayak．

New Caledonia，Fiji，Palau，Florida，もちろん，沖縄で snorkel．ちなみに，当時のパラオ大統領の奥さん

は透析患者で，日本へ来るとわたしが勤務していた病院で透析をしていた．そんな縁で，4回も Palauに招

ねかれ，赤坂の迎賓館に招かれて食事をしたこともある．今考えると滅茶苦茶忙しくて，だけど滅茶苦茶楽

しかった．疲れた感じもなかった．

しかし，2012年の秋も深くなって，歩行のさいにふらつく感じがでてきた．なんだこれ，自分で系統的

神経疾患と考え，診察してもらったら，脊柱管狭窄症（延髄症）で，手術適応とわかった．2013年 1月に

整形外科で手術をうけた．しかし，後遺症が残った．杖なしでも歩けるが，安心安全のため杖を突いて，の

ろのろ・のたのたしか歩けない状態である．字も書け，箸を使えるが，両手に知覚障害がある．そして，術

後に睡眠障害がでてきた．ベッドに入ったらバタン・グーだったのに……．そして，頻尿である．それまで，

ピンピン元気一杯でなんでもできるのが当然だったのが，できないのである．身体的障害という喪失体験を，

自分で受け入れられず，適応不全から睡眠障害が発現しているらしい．

以前は，年齢不相応の元気さ加減だったとは自分でも思う．だけど，こんなつもりでなかったと思う．自

分こそは，ピンピンコロリと，根拠もなく思っていた．ピンピンコロリの確率は 5％だそうだが……．多く

の人が 20年前に経験した男性の更年期症候群が，いま，まとめて発症しているという医師の診断もあった．

なんで，やたらと元気だったのだろうと思う．医療気功と称して，患者に気功をしていたが，自分にも気が

巡ってくる感覚があったが，そのせいかとも思う．

神様は，ケチクサイ．お前だけに，楽しいだけの人生を送らせる訳にはいかないと考えているに違いない．

その意味では，平等か？ 人並みに苦労も経験せよかあ……．でもなー……．

でも，なにか得たものもあるような感じもある．多くの医者は患者の喪失体験について，その存在すら知

らないのではないだろうか．恥ずかしながら，わたしも知らなかった．すべての患者は，それぞれの喪失体

験をしているに違いない．患者の喪失体験に医師はいかに対応すべきだろうか．
東京女子医科大学（名誉教授）（東京）　
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﹁Long Slow Distance―故春木繁一先生を偲んで﹂  �   東間　紘　

後期高齢者となった私の今の楽しみは，定年後に始めた自転車で気ままに走る自由な時間を持つことです．

自転車に乗るとそれだけで気持ちがいい．顔にかかる風がうれしい．道を曲がるたびに変わる景色が楽しい．

リズミカルな筋肉の収縮が心地よく，自然とのなんとも言えない一体感に，生きている喜びが弾ける．もっ

と長くもっと遠くへ，ゆっくりと時間をかけて，という旅へのあこがれは強くなるばかりです．こうした旅

への思いを Long Slow Distanceと呼んでサイクリストの心を捉えて離さないのは，フォークロックシンガ

ー忌野清志郎のそれだが，私にはなぜか 40年余の透析人生を全うされ一昨年お亡くなりになった春木繁一

先生のお姿が重なって見えます．

1972年 7月，私は透析療法開始直前の春木先生に初めてお会いしました．東大第 2外科から東京女子医

大に移ったばかりの恩師太田和夫先生が，腎臓病に関する「『ゆりかごから墓場まで』最先端の診療・研究

ができる腎臓病総合医療センターの設立」という夢を実現すべく全国に公募した助手の 2番手として私は九

州から上京し，はじめて太田先生と一緒に病室をまわった時のことでした．そのときはほんの一瞬目を合わ

せ挨拶しただけでしたが，それ以来，春木先生は，私にとっては患者さんというよりは，大学は違っても医

学部卒業が同期であり，一緒にインターン闘争を闘ったという同志意識もあって，むしろ移植患者や透析患

者の精神・心理的問題のコンサルテーションをお願いする，頼りがいのある同僚としてのイメージでお付き

合いをさせていただきました．

透析導入からかれこれ 10年ほど経ったころだったでしょうか，先生には女子医大腎センターで透析患者

や移植患者など，腎不全患者の精神的・心理的問題に対応した外来診療を担当していただいていました．外

来診療が終わったある日，私は「お仕事がお忙しいのに，週 3日の透析大変ですね？！」とねぎらいの気持

ちで話しかけました．すると，「いいえ，透析の時間は私にとって，何物にも代えがたい，とっても貴重な

時間なんですよ！ 電話に出なくてもいい，誰からもなにからも邪魔されない，純粋に私だけ，私一人の時

間です．こんな大切な時間が定期的に決まって取れるなんて！ こんな自由がありますか？」と言われたの

です．私は思わずまじまじと先生の顔を見返すと同時に，私の目からうろこがポロリと落ちるのを感じたの

です．なるほど，いつももの静かで落ち着いた表情の先生の，マイナスをプラスに転じることのできる精神

力の強さとこの楽天性にこそ，psychonephrologyという前人未到のあたらしい医学領域を切り開いていく

原動力を見た気がしたからです．

週に 3日，先生にとって不可避な透析という心身の拘束された時間を逆にゆっくりと物事を沈思黙考する
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ことのできる自由な時間へと転換するには，おそらく長く大変な血を吐く苦しみ，葛藤と努力があったこと

だと思います．それを 40年余にわたって続け，「荷物を背負った人生」を「それなりの味にする」ことので

きた精神の強さとがんばり，そして楽天的ともいえる大きく柔軟な人間力には感動を覚えるばかりです．ま

こと Long Slow Distanceというのはこういう生き方をいうのではないでしょうか．

サイクリストの喜びはヒルクライム，いわゆる坂登り，峠越えにあるようです．そして苦しみ抜いてよう

やく一つ峠を越えるとまた次の峠目指して漕ぎ続けたくなるといいます．自分の足で自転車をこぎ，いくつ

もの峠を越えて遠く旅をする気にサイクリスト達を駆り立ててやまないのは，歯を食いしばって漕ぎ続ける

先にある達成の喜びであり，こぎ続けることによって初めて謳歌することのできる未知の世界がもたらす感

動であり，手ごたえのある深い人生を生きる喜びではないでしょうか．

できるだけ坂道を避け，せいぜい遠くても 100 kmくらいしか走ったことがない私には到底夢のまた夢で

しょうが，しかし，そうした Long Slow Distanceへの密かなあこがれが，今も私をサイクリングへと駆り

立てているのかもしれません．春木先生のご冥福を祈ります．

文献

春木繁一：荷物を背負った人生はそれなりの味がする．透析ケア；第 6巻 4号～第 20巻 9号連載．
戸田中央総合病院（埼玉県）　
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﹁Merrill-the-physician and Merrill-the-man﹂  �   寺岡　慧　

それは運命的な出会いであった．医学部 3年の吉利内科での臨床実習に入る直前だったと記憶しているが，

ある一冊の本に出会った．それは赤い表紙のコンパクトな単行本で The Treatment of Renal Failure（IInd 

Edition）というタイトルの下に John P Merrillと記されていた．

Merrillは兵役を終えて 1947年にボストンの Peter Bent Brighamに復帰し，その後 the Kolff-Brigham kid-

ney開発の責任者に指名され，急性腎不全（ARF）の治療で有効性を確認した後に，慢性腎不全（CRF）の

治療に適用を拡げた．当時，人工腎臓による治療に対しては医学界から多くの批判，中傷がなされ，「死の

前の儀式」，「ごく限られたエリートのための豪華なおもちゃ（deluxe toy）」と嘲笑（scorning the use of 

this device）さえされていた時代である．その後 NEJM（1964）の reviewにおいても「治療というより臨床

実験」と断じられ，National Kidney Foundationは透析センターの増設に反対する意見書を提出している．

Merrillはこのような批判を跳ね返し，当時のきわめて制約の多い条件下で ARFのみならず CRFに対し

て精力的に診療を行った．そして腎不全の原因，病態生理，診断，治療，合併症など実に克明に記録し，こ

れらの診療の成果の集大成として発刊されたのが本書である．とりわけ眼を引いたのが，36歳の男性が自

宅で血液透析を行っている写真であった．週 2～3回，夕食後から深夜 0～1時まで血液透析を行い，翌日は

朝から仕事に行ったと説明されていた．血液透析の操作，処置はすべて患者の妻が行っている．また入院中

の患者について，血液浄化だけでは病態の改善が限られるため，その原因は栄養にあると考え，当時は入手

が困難であったと考えられる高張糖液による静脈栄養を提唱していたことが印象に残った．

さて吉利内科での臨床実習のさいに，39歳の末期腎不全の患者が九州からヘリコプターで緊急搬送され

てきた．おそらく東京の大学病院に行けば何らかの治療を受けられるだろうということで搬送されてきたの

だろう．しかし透析治療を行うことなく，その患者は意識障害，痙攀，昏睡と典型的な尿毒症の経過を経て

亡くなった．当時，大学病院内には 2台の透析器があったにもかかわらず……．私は指導医の先生にどうし

て透析しないのかと質問したところ，それは術後 ARFにのみ使用し，CRFには使用しないことになってい

るからだと説明された．だったら「腹膜潅流は？」と思ったが，それ以上の質問は当時の私にはできなかっ

た．それだけに私にとってMerrillの本のインパクトは非常に強く，日米の彼我の差を思い知らされた．彼

の地では命を救うだけでなく，家庭透析を行い，社会復帰まで果たしているというのに……．

Merrillの高張糖液による静脈栄養は，当時は抗血栓性に優れたカテーテルが存在しなかったため高カロ

リー輸液（IVH）としては普及しなかったが，その後 SJ Dudrickが抗血栓性に優れたカテーテルを入手し，

透析医のひとりごと透析医のひとりごと
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1972年にイヌでの IVHの実験を報告し，以来 Dudrickが IVHの創始者とされた．水分制限を強いられる腎

不全患者にできるだけ投与熱源量を増やしたい，このような理由から（まさに必要は発明の母）Merrillは

高張糖液の投与を思いついたのであり，私は IVHの本当の創始者はMerrillであったと考えている．

腎不全患者の病態，QOLをさらに向上させたいというMerrillのあくなき情熱は，透析医療に加えて腎移

植に向けられた．1952年には DM Humeを招き腎移植のプロジェクトをスタートさせ，これが 1954年の世

界初の同種腎移植の成功に結実したわけである．1954年に Peter Bent Brighamにおいて，一卵性双生児間

で臨床腎移植が成功裏に行われたことはよく知られている．JE Murrayが 1990年にノーベル賞を受賞した

こともあって，Murrayの名前だけがクローズアップされているが，実際にこの移植を主導したのは若き

Merrillであった．Merrillは 1952年から周到な準備を進め，Humeの Richmondへの異動後，新たに形成外

科医のMurray，泌尿器科医の JH Harrisonらを巻き込んで移植チームを編成し，この歴史的な腎移植を成

し遂げた．Merrillの講演記録（1954年）を読むと，ドナー，レシピエントの両親，出産に立ち会った産科

医は亡くなっており，本当に一卵性双生児であるかどうか確かめようがなかった．そのため，21種の血液

型サブグループが同一であることを確認し，遺伝学者に検査を依頼して，虹彩と耳介の形状から 98.5％の

確率で identicalすなわち一卵性であることを確認し，さらにそのうえで事前にドナーから皮膚移植を行っ

て組織学的に免疫反応がないことを確かめたうえで腎移植を敢行した．このMerrillの徹底した姿勢にはた

だただ敬服するばかりである．

その後 2009年に，Clinical Journal of the American Society of Nephrologyに “John P Merrill :  The Father 

of Nephrology as a Specialty”としてMerrillの功績を讃える論文が掲載された．その中に “Merrill-the-physi-

cian and Merrill-the-man”という表現を見つけ，我が意を得た思いに駆られ大いに喜んだ次第である．“No 

man and no institution have done more for the propagation of dialysis in the United States than John P. Merrill 

and the Peter Bent Brigham Hospital”, “Merrill’s major contribution to the establishment of dialysis as the 

mainstay of ESRD was based not only on his medical innovations but also on his relentless and courageous 

“staying the course” despite this chorus of opposition until dialysis was ultimately accepted as a safe and effec-

tive mainstay of renal replacement therapy.”と，透析医療の黎明期におけるMerrillの功績を讃えているが，

Merrillは透析，移植による腎不全治療の推進にとどまらず，免疫学的機序の解明による腎疾患自体の治療

を展望していた．このようなMerrillの global perspectiveは，Merrillの遺産と共に世代から世代へと引き

継がれるであろうとしている．事実 29カ国から 62名以上，米国 26州から 105名以上の nephrologist，

transplant physician，透析医がMerrillの薫陶を受け，育っていった．

最後にMerrillを讃えて，AE Friedmanの “Were there a book of distinguished synonyms, the listing under 

nephrology would first be Merrill, J. P. and vice versa.”という言葉を引用して結んでいる．この本が，私が読
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んで深く感銘した本のことか否かについては確認できていないが，これまで 50年間私にとって座右の書で

あり，これからもあり続けるであろう．Merrillの遺産は世代から世代へ引き継がれるという言葉もまた感

動的であり，その世代に私も含まれるのかなと勝手に考えている．

Merrillは 1984年に亡くなったが，もし 1990年まで生きていたら間違いなくMurrayと共にノーベル賞

を受賞していただろう．しかしそれよりも重要なことは，Merrillの少しでも患者の病態，QOLを改善した

いという臨床医としての情熱，姿勢であり，このような絶え間ない努力のベクトルの総和が，医学・医療の

進歩に繋がっているのではないかと考える．
国際医療福祉大学（栃木県）　
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はじめに

今回は支部長の相澤孝夫先生より依頼を受け「支部
だより」を書かせていただきました．
長野県の透析医会の発足は昭和 53年にさかのぼり

ます．小生が長野県透析医会に参加させていただいた
のは昭和 60年頃と思います．当時の透析医会の加入
施設は 30施設だったと記録されておりました（現在
の加入施設は 62施設にのぼります）．
昭和 60年当時は透析医会の理事会の下に
①　血液浄化療法標準化委員会
②　腎移植検討委員会
③　パラメディカル・スタッフ育成委員会
④　腎臓病患者援護委員会
の四つの委員会がありました．当時は血液浄化療法標
準化委員会で「低分子ヘパリンの使用についての指
針」をどうするかを盛んに議論したものでした．
現在の長野県透析医会の構成は会長に相澤孝夫先生

（相澤病院），名誉会長に日本医師会の常任理事でも活
躍され，永年本会の会長として長野県の透析医療に貢
献された土屋隆先生（輝山会記念病院），副会長に洞
和彦先生（厚生連北信総合病院），長沢正樹先生（厚
生連篠ノ井総合病院），企画担当理事として洞和彦先
生，庶務担当理事として小生が任についております．
理事会は県内（南信，中信，東信，北信）の 4地区
より 20名の理事，3名の監事が指名されております．
その下に以下の 3委員会が置かれて活動を行っており
ます．

①　保険委員会（委員長：鈴木都美雄，副委員長：
神應裕先生，樋口誠先生）
②　災害時救急透析医療検討委員会（委員長：小口
智雅先生，副委員長：笠原寛先生）
③　企画委員会（委員長：洞和彦先生，副委員長：
笠原寛先生）
また，長野県透析医会事務局は相澤病院内に置かれ，
事務局スタッフも相澤病院の事務職員の方が兼務され，
相澤会長の御好意により医会の運営も円滑に行われて
おります．

1　長野県の透析の現況

長野県透析医会副会長の洞和彦先生が長野県透析研
究会誌に「長野県の慢性透析療法の 2012年 12月 31

日現在」1）という論文を投稿されており，現在の長野県
の透析の現状を詳細に述べておられますので，引用さ
せてもらいます．2012年末の長野県の慢性透析療法
の現況は図 1のごとくです．慢性透析患者数の推移に
ついては，患者数は 2004年に 4,000人を超え，年々増
加し，2012年末には 4,757人を数えています（図 2）．
2002年からの 10年で 830人の増加で，年間平均増加
率は 2.6％でした．全国では 3.5％であることを考え
ると長野県の増加率はかなり低いといえます1）．

2　長野県透析事務連絡協議会について

保険委員会の下に置かれた組織に「長野県透析事務
連絡協議会」があります．こういった保険請求の適正
化に関する委員会は他の支部にもあると思われますが，

た　よ　り

長野県支部だより

鈴木都美雄

長野県透析医会庶務担当理事
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透析を担当する事務職のみを対象として比較的長年に
わたって活動を続けた特色ある組織なので紹介させて
いただきます．

2-1　発足の経緯

平成 9年 11月，長野県透析医会の保険委員会委員

長の岡田洋一先生（丸子中央病院），同委員神應裕先
生（相澤病院，現在は神應透析クリニック），笠原寛
先生（諏訪赤十字病院）が中心となり，保険請求の事
務実務スタッフが一堂に会し，保険請求の問題点など
の話をする場を設けようという発想から「透析保険請
求事務検討会」を開催することとなりました．透析を
実施している県内の医療機関（＝長野県透析医会に所
属している医師がいる施設）に会員を募ったパラメデ
ィカルスタッフ（特に事務方，ME・看護師を含む）
の団体で，長野県透析医会保険委員会の下部組織と位
置付けられています．
平成 9年 11月 22日（土），松本ステーションホテ
ルにて初めての「透析保険請求事務検討会」が開催さ
れ，平成 10年度に会の呼称を「長野県透析事務連絡
協議会」と称し，会則を定めました．その後，保険事
務請求上の留意事項やレセプト返戻，減点事例の検討
会，基礎的な透析療法の講演会，診療報酬改定関係の
講演会など，年 1～2会の会合（総会）を開催し，ス
タッフの知識向上を図ってきました．

2-2　総会内容等

長野県透析事務連絡協議会は毎年 1回総会を開き，
その総会には講師を招聘し，講演会を開催してきまし
た．現在までにその講演会は 25回を数え，直近の 10

回（第 16～25回）の内容を表 1にご紹介させていた
だきます．表にありますように，第 19回には日本透
析医会の前会長山㟢親雄先生も本会の特別講演にお呼
びして平成 11年 11月に松本で講演していただいてお
ります．
この協議会の目的でもある透析医会の保険委員の理
事と各施設の透析事務担当者とのディスカッションで，
透析における保険請求のトラブルは少なくなっている
と思われます．さらには，透析担当医師との情報交換
は，年 1回行われる長野県透析研究会の中の医師の分
科会（短時間ではありますが）で情報伝達や質疑応答
が行われております．長野県透析医会では，県内の透
析スタッフの透析技術向上や透析知識の修得のための
勉強会や講演会の開催を促進するため，申請のあった
透析関係の各職種の勉強会に助成金を出して活動の後
押しをしております．特に透析医療の総てのスタッフ
が一堂に集う，長野県透析研究会に対する支援には力
を入れております．

図 1　2012 年末長野県の慢性透析療法の現況
　　　　　　   （文献 1より）

図 2　長野県における慢性透析患者数の推移
　　　　　　　（2001～2012年）
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長野県透析研究会の役員の多くは，長野県透析医会
で活躍されている先生方で，県の透析医会と県の透析
研究会は表裏一体となっております．

3　長野県透析研究会

長野県透析研究会について少し御紹介しますと，諏
訪赤十字病院の元院長小口寿夫先生が永年この研究会
を精力的に引張ってこられました．その後を引き継い
で会長に厚生連篠ノ井総合病院の長沢正樹先生，副会
長に厚生連北信総合病院の洞和彦先生，相澤病院の相
澤孝夫先生，幹事に信州大学第 2内科の准教授上條祐
司先生，監事にまつもと医療センター松本病院の樋口
誠先生と小生，事務局が信州大学医学部附属病院血液
浄化療法部内に置かれております．

発足は昭和 43年で，昭和 58年の 31回までは年に
2回開催しており，その後は年に 1回の開催となり，
昨年の研究会は 63回を数えております．特に昭和 44

～47年の研究会の特別講演の先生方は日本の透析医
療を代表する先生方ばかりでした（表 2）．その後，
太田和夫先生には 4回特別講演に来ていただいたりし
て，その他も透析医療では著名先生方をお招きして充
実した内容となっておりました．ちなみに，昨年の第
63回長野県透析研究会学術集会では「糖尿病透析患
者の血糖管理」というテーマで，東京女子医科大学の
糖尿病センター内科准教授馬場園哲也先生を特別講演
にお呼びしております．また，一般演題も 53演題と
年々演題数も増加しております．

表 1　長野県透析事務連絡協議会開催の講演会

回 開催日 講演タイトルと講師名

16 平成 19年 12月 18日 「透析医療における保険診療の過去・現在・未来」　　土屋　隆先生

17 平成 20年 11月 11日 「透析領域における診療報酬について」　　中林　梓先生
「私たちに求められる接遇とは」トラブルを未然に防ぐために　　北井優子先生
「透析の請求事務 Q & A」　　神應　裕先生

18 平成 21年 3月 26日 「慢性腎不全透析患者の治療の現況」　　熊谷悦子先生
「医事課業務とこれからの病院事務職員の役割」　　渋沢英一先生

19 平成 21年 11月 10日 「透析と保険診療」　　山㟢親雄先生

20 平成 22年 10月 15日 グループディスカッション「透析に関わる保険請求について」

21 平成 23年 10月 27日 「透析施設における戦略的医療経営」　　櫻堂　渉先生
「STOP CKD」　　笠原　寛先生

22 平成 24年 7月 17日 グループディスカッション「透析に関わる保険請求について」

23 平成 25年 4月 11日 「透析医療の基礎知識」　　熊谷悦子先生
保険請求上の注意点　　鈴木都美雄先生，神應　裕先生，樋口　誠先生

24 平成 26年 7月 18日 「PTA算定と 3ケ月ルール」　　神應　裕先生
保険請求上の注意点 Q & A　　鈴木都美雄先生，神應　裕先生，樋口　誠先生

25 平成 27年 7月 14日 「診療報酬と消費税の関係を考える」　　石井孝宜先生

表 2　長野県透析研究会特別講演

回 開催年 特別講演

第 1回 昭和 43年 発会式のみ

第 2回 昭和 44年　春 前田貞亮先生　「腎不全と酸塩基平衡」

第 3回 昭和 44年　秋 三村信英先生　「人工透析の管理，特に貧血について」

第 4回 昭和 45年　春 稲生綱政先生　「腎移植について」

第 5回 昭和 45年　秋 三橋慎一先生　「人工腎と水電解質代謝」

第 6回 昭和 46年　春 平沢由平先生　「人工透析の諸問題」

第 7回 昭和 46年　秋 太田祐祥先生　「人工腎臓地域的態勢の必要性」

第 8回 昭和 47年　春 小高通夫先生・平沢由平先生　「移植透析の諸問題」
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おわりに

以上，長野県支部について思いつくまま述べてみま
した．今後，全国の支部の先生方に御指導いただき，
長野県支部の発展に努めたいと思っております．御指
導の程，宜しくお願いいたします．

文　　献

1）　洞　和彦，相澤孝夫，小口智雅，他：長野県の慢性透析療
法の現況 2012年 12月 31日現在．長野県透析研究会誌
（2015），38，8-11．
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1　はじめに

日本はどの地域でも自然災害の危険性がありますが，
台風が和歌山県の西側を通過して南より強い風が吹く
場合には，紀伊水道の地形の影響で特に強くなります．
私の経験では，昭和 25年 9月 3日のジェーン台風で
は最大瞬間風速 36.5 m/s，総降水量 70.8 mm，死者・
行方不明者 58名，建物被害 17,798棟を記録．昭和 36

年 9月の第 2室戸台風では最大瞬間風速 56.7 m/s，総
降水量 151.8 mm，死者・行方不明 16名，建物被害
11,545棟を記録．一方，台風が本県の東側を通過した
場合には，熊野灘沿岸で特に風雨が強く，県南部を中
心に大雨が降ります．その最大の台風が昭和 34年 9

月の伊勢湾台風で，最大瞬間風速 38.3 m/s，死者・行
方不明者 18名，建物被害 1,279件と，中部地方に大
被害があったものの本県では比較的被害が少なくすん
でいます．
紀伊半島は歴史上幾多の地震被害に見舞われ，大き

な被害を受けてきました．明応地震（1498年 9月）で
は，津波の遺跡から三重県鳥羽市では高さ 15 mもの
津波が襲ったとされています．「稲むらの火」で知ら
れる安政南海地震（1854年 12月 24日）では，マグニ
チュード 8.4とされており，全国で数千人の被害が出
ています．昭和に入り，当地方でも 1944年 12月 7日
には，熊野灘沖 20 kmを震源地とするマグニチュード
7.9の地震がありました．さらに，1946年 12月 21日
には昭和南海地震が，潮岬南方沖 50 kmを震源地とし
てマグニチュード 8.0の地震が発生しました．この時

は 1,443名の死者・行方不明者の被害があり，田辺地
方でも多数の死者がありました．この地震では火災が
発生し，新宮市では市街地の 3分の 1が消失したり，
津波により多くの溺死者が出るなど，地震の揺れによ
る被害よりも津波および地震に伴う火災による被害の
ほうが遙かに多かったようです．この地震による津波
の第一波は地震発生のわずか数分後に県南部の海岸を
襲いました．年配の透析患者にはその地震を経験され
た方もいました．

2　紀南地区透析患者支援ネットワークの立ち上げ

中越地震を契機に，和歌山県でも災害時の透析患者
の対応につき対策会会議が開催され，紀南地域でも災
害時の対応を検討するため，9年前にネットワークを
立ち上げました．

2-1　現在の構成施設

● 紀南地区透析患者支援ネットワーク
　代表　柏井利彦
　副代表　是枝大輔
　事務局　山田秀人
●参加医療機関（7施設）
　紀南病院・柏井内科クリニック・上富田クリニッ
ク・南紀新庄クリニック・玉置病院・まろクリニ
ック・たなべクリニック

●行政
　田辺保健所総務健康安全課健康安全グループ・田
辺市役所保健福祉部健康増進課・田辺市役所保健

た　よ　り

和歌山県支部だより
――　紀南地方の災害対応　――

柏井利彦

和歌山透析医会副会長
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福祉部やすらぎ対策課障害福祉室・和歌山県福祉
保健部健康局医務課
以上のほかに災害時協力施設として次のものがあり
ます．

● 報道
　FMビーチステーション・FM TANABE・和歌山
放送

●和歌山県立医科大学

2-2　協議内容

● 透析安心カードの作成
●透析患者の透析条件，災害時の避難場所などのデ
ータの一括管理

●患者及び家族の携帯電話のわかやま医療情報ネッ
トへの登録

●各施設への相互訪問　――　応援時でのスムースな対
応可能と親睦

●大規模災害発生時対応マニュアルを作成（別紙 1）

2-3　災害時における具体的行動

● 平成 23年 2月：東日本大震災時，津波警報発令
があり，一部の施設で透析を中止，他施設にて透
析を施行．

● 平成 23年 9月：台風第 12号による災害時の本宮

地域，龍神地域の透析患者の受け入れ．

2-4　平成 27 年の活動

● 年間計画の作成
●各施設への相互訪問
●伝言ダイヤルを使用した災害訓練
●総会および講演会：年 1回
● 平成 27年度田辺地域災害医療訓練への参加（別

紙 2）
当地方の災害時の問題としてアクセスがあります．
鉄道は，JRきのくに線は多くの地域で海岸線を走っ
ており，すぐ運休してしまう．道路は国道 26号線と
高速道路はあるが災害時には通行止めになる．山間部
からは平成 23年の台風でも土砂崩れのため通行止め
があり，今後も同様のことが起こる可能性が高く災害
時には孤立してしまう危険性があります．このような
地域であるため，紀北地域に比べ災害に対する取り組
みは進んでいるように思えますが，災害が起こったと
きはほとんど機能しない可能性もあります．そのため，
和歌山県内だけではなく他府県との連携も必要と考え
ています．

以上，紀南地方での災害対策について報告させてい
ただきました．
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別紙 1

大規模災害発生時対応マニュアル

紀南地区災害時透析患者支援ネットワーク

＜地震などによる広域災害の場合＞
1．災害対策ネットワーク本部を造営
　　 1）震度 5弱以上で紀南病院血液浄化センターに本部を設営。
　　 2）震度 5弱未満でも被害状況に応じて本部を設営。
2．現状把握
　　 1）透析が維持できるか確認。（設備・在庫物品等）
　　 2）透析中であれば回収を行うか否かを判断（各施設の基準）。
3．スタッフの安否確認
　　 1）施設内の緊急連絡網にて安否確認。
4．患者の安否確認
　　 1）施設内の緊急連絡網にて安否確認。
5．和歌山医療情報ネット「緊急時入力」に入力
　　 1）人工透析患者診療可否に入力。
　　 2）受け入れ可能患者数の欄に連絡事項を入力。
　　　ⅰ）診療可能の場合
　　　　　　　・受け入れ可能患者数	 名
　　　　　　　・必要人員
　　　　　　　　　　医師・看護婦・ＣＥ・その他	 名
　　　　　　　・必要部部品
　　　　　　　　　　ダイアライザー・血液回路	 本
　　　　　　　　　　　　医薬品（透析液・生食・抗凝固薬等）
　　　ⅱ）診療否の場合
　　　　　　　・受け入れ要請患者数（翌日）
　　　　　　　　　　　　　　白浜より北	 名
　　　　　　　　　　　　　　白浜より南	 名
　　　　　　　・派遣可能スタッフ数
　　　　　　　　　　医師・看護婦・ＣＥ・その他	 名
6 ．本部は、要支援者のトリアージを行う。
7．和歌山医療情報ネットの情報に基づき本部は、紀南病院ＣＥセンター伝言ダイアルに
　　指示を録音し、他施設はメッセージを確認する。
8．各施設は伝言ダイアルに患者さん向けメッセージを残す。
9．本部は市町村、ＦＭ　ビーチステーション、ＦＭ　ＴＡＮＡＢＥ、和歌山放送に緊急
放送を依頼。

10．各施設は本部の指示に従い、施設間連絡網を用い連絡を取り合い患者に指示。
—　注意点として　—
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　 1）患者さんには透析安心カードを必ず携帯させるよう指導する。
　 2）ＦＡＸが可能な場合はサマリー及び前回の透析記録を用意する。
　　ＦＡＸが使用できない場合は、透析安心カードを活用する。

＜火災などによる単独施設の災害（ネットワーク施設）＞
1．紀南病院血液浄化センターに災害発生の一報をいれる。紀南病院は必要に応じて災害
対策ネットワーク本部を設営。
2．透析中発生の場合は、患者被害状況の報告も順次行う。
3．被害施設は要支援患者の名簿一覧を本部にＦＡＸし、スタッフの安否確認・他施設へ
の支援可能なスタッフのリストアップを行う。
4．本部は要支援患者のトリアージを行い、受け入れ施設及び依頼施設に指示。
5．本部は受け入れ先が決まっている患者リスト作成。

＜特定の患者居住地域の災害（ネットワーク外）＞
1．紀南病院血液浄化センターに災害発生の一報を入れる。紀南病院は必要に応じ災害対
策ネットワーク本部を設営。

2．被災施設は要支援者の名簿一覧を本部にＦＡＸし、スタッフの安否確認・他施設への
支援可能なスタッフのリストアップを行い本部に順次報告。

3．被災施設は、患者被害状況の報告を本部にＦＡＸ。
4．本部は要支援者のトリアージを行い、受け入れ施設及び依頼施設に指示。
5．本部は受け入れ先が決まっている患者リスト作成。

＊各施設は、本部よりの指示を待つこと。決して単独では判断・行動しない。

＜受け入れ施設での受付手順＞
1．紀南病院
―　被災地の場合　―
　 1）災害対策ネットワーク本部より透析依頼があれば、血液浄化センター看護部責任者

に連絡を行う。
　 2）血液浄化センタースタッフは患者氏名・人数・到着予定時間を災害対策本部（病院

総括本部）に連絡し、患者受け入れ体制（ベッドの配置・回路のプライミング・患
者ロッカー手配など）を整える。

　 3）依頼施設は患者情報（サマリー・透析経過表）を紀南病院に伝達。患者には安心カ
ードを必ず携帯させる。

　 4）患者さんが院内に到着後、まず正面玄関受付にて氏名、所属、来院目的を伝える。
本部の許可が得られたならば血液浄化センターに入室し、治療を行い終了後はその
まま帰宅。

　 5）記録に関しては、電子カルテの使用が不可能な場合は手書き対応とし、後日依頼施
設に報告。

―　被災地以外で平日の場合　―
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　 1）災害対策ネットワーク本部より透析依頼があれば、血液浄化センター看護部責任者
に連絡を行う。

　 2）血液浄化センタースタッフは患者受け入れ体制（ベッドの配置・回路のプライミン
グ・患者ロッカー手配など）を整える。

　 3）依頼施設は患者情報（サマリー・透析経過表）を紀南病院に伝達。患者には透析安
心カードを必ず携帯させる。

　 4）患者さんは正面玄関より入り、総合受付にて臨時透析にきたと伝え「内科」で受付
後血液浄化センターに入室し治療を受ける。治療終了後はそのまま帰宅。

　 5）記録に関しては、後日依頼施設に報告。
—　被災地以外で土・祝日の場合　—
　 1）災害対策ネットワーク本部より透析依頼があれば、血液浄化センター看護部責任者

に連絡を行う。
　 2）血液浄化センタースタッフは患者受け入れ体制（ベッドの配置・回路のプライミン

グ・患者ロッカー手配など）を整える。
　 3）依頼施設は患者情報（サマリー・透析経過表）を紀南病院に伝達。患者には安心カ

ードを必ず携帯させる。
　 4）患者さんは時間外受付にて臨時透析にきたと伝え「救急科」で受付後血液浄化セン

ターに入室し治療を受ける。治療終了後はそのまま帰宅。
　 5）記録に関しては、後日依頼施設に報告。
2．紀南病院以外の施設
　　 1）依頼施設は透析サマリー、透析経過表、スタッフ派遣人数をＦＡＸし、患者さん

には透析安心カードを必ず携帯させる。ＦＡＸが送れない場合は透析安心カード
に準じて透析を行う。さらに、透析安心カード不携帯の場合は確認が取れるまで
透析は行わない。

　　 2）患者さんが院内に到着後、受付にて指名所属、臨時透析にきたことを伝え、スタ
ッフの指示に従い透析室に入室。

　　 3）透析記録に関しては、後日依頼施設へ渡す。
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別紙 2

平成 27 年度田辺地域災害医療訓練計画

1．実施主体
　　田辺地方医療対策協議会
2．目的
　　�災害後急性期において地域の被害住民が必要な保健医療ニーズが提供されることで健
康維持できる体制づくり（急性期の災害医療体制の構築）

3．目標
　　 1）災害医療コーディネーターを中心に医療救護関係機関の連携の検証と強化を図る。
　　 2）関係機関から災害医療コーディネーターに必要な情報が迅速に提供できる。
　　 3）�災害医療コーディネーターが地域の災害医療の状況をアセスメントし、関係機関

に必要な情報の発信と医療資源等の調整が出来る。
　 4）災害訓練の評価を行い、現在の災害医療体制を検証する。
4．日程
　　平成 27 年 12 月 20 日
5 ．災害の想定
　　�想定季節（訓練実施日の季節）紀伊半島沖など東海・東南海・南海 3連動規模の地震

が発生。マグニチュード 8.7（震度 6）津波も押し寄せたと想定。発動時期は発災後
急性期の 4日目を 1日とする。

＊ライフラインの復旧状況
　　電気	 80％は復旧
　　水道	 地域により差があり、飲料水は給水車や災害用飲料水が中心。
　　ガス	 配給が遅れている
　　有線電話	 一部不可。有料公衆電話は可能
　　携帯電話	 一部地域を除き通信可能
　　インターネット	 携帯回線利用の場合は通信可能
6．訓練方法
　　情報伝達訓練……　　コーディネーターチーム及び各関係機関の情報伝達訓練
　　　　　　　　　　　　（ロールプレイング方式）で実施。
7．訓練実施場所
　　南和歌山医療センター
　　＊院内の複数の部屋を使用し、各期間別の訓練チームを設定。
8．参加機関
　　25 期間　94 名
　　紀南病院・南和歌山医療センター・白浜はまゆう病院・玉置病院・田辺中央病院
　　国保すさみ病院・白浜小南病院・田辺医師会・西牟婁医師会・日高医師会みなべ地区
　　�田辺西牟婁歯科医師会・田辺薬剤師会・田辺氏消防本部・白浜消防本部・日高広域消
防事務組合本部みなべ・田辺市・みなべ町・白浜町・上富田町・すさみ町・保健所

　　医療品卸業者・腎透析ネットワーク・医療ガス供給業者・自衛隊
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透析に関する依頼
・透析用の水が足りない　連絡先　田辺保健所　給水車の手配
・透析用の器材が不足している　連絡先　田辺保健所　器材の確保
・透析患者受け入れの要請　コーディネーターに連絡
・透析スタッフの派遣要請　コーディネーターに連絡
・透析患者の安否不明　連絡先　田辺保健所
・白浜消防隊より患者搬送の連絡
・南和歌山医療センターよりクラッシュ症候群患者の受け入れ要請
等の事例に関して訓練を行い、反省会にも参加した。　問題点に関しては支援ネットワー
クで個々に検討することとした。
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1　支部の概要

長崎県では，昭和 48年より全透析施設が加入する
長崎県腎不全対策協議会が発足し，毎年施設代表者が
集まり意見交換を行い，大学病院を中心に透析医療お
よび腎移植推進の活動を行ってきた．現在，長崎県の
透析施設は 59施設で，透析患者は約 4,000名である．
毎年 2月に長崎県人工透析研究会を県南，県央，県北
の持ち回りで開催しており，今年で第 43回となった．
しかしながら，災害対策として日本透析医会の災害
対策ネットワークの活用が望まれ，平成 15年に日本
透析医会の支部として長崎県透析医会が発足し活動を
開始した．現在は，日本透析医会施設会員：9施設，
個人会員：7名であり，長崎県透析医会の施設会員：
22施設，個人会員：36名の二本立てである．現在，
できるだけ日本透析医会への会員登録を呼びかけてい
る．
現在の役員は会長（長崎腎病院；原田孝司），副会

長（国立大村医療センター：松屋福蔵）と監事：2名
（新里　健，錦戸雅春），幹事：県南 7名，県北：4名，
県央：4名である．その中から研修会担当（宮崎正信，
前田兼徳），保険診療担当（大坪俊夫，松屋福蔵，川
富正弘），災害対策担当（錦戸雅春，松屋福蔵，川富
正弘），感染対策担当（新里　健，舩越　哲）をそれ
ぞれ担当して頂いている．2年任期で会員の投票によ
り地域ごとに役員を決定している．

2　災害対策

災害対策として，長崎県を離島医療も含めて四つの
ブロック（県南，県央，県北，離島）に分け，それぞ
れの基幹病院からの連絡網（連絡網責任者，メールア
ドレス）を作成し，全施設を網羅した．情報の収集は
大学病院血液浄化療法部が行い，メールで全連絡網に
発信することになっている．平成 28（2016）年 1月
の大寒波の襲来では，水道管の凍結（4施設）や断水
（3施設）による水の供給が問題となったが，それぞ
れ解凍処置や給水車の確保ができ，遅れながらも問題
なく透析できていた．通院困難の患者はそれぞれの施
設で透析日をずらすなどして対応していた．

3　学術活動

学術活動としては，6月には学術講演会（平成 26

年度：浜松医大加藤明彦先生「透析患者のサルコペニ
ア」，平成 27年度：札幌北クリニック大平整爾先生
「これからの高齢透析患者の課題」）を開催し，11月
には研修セミナーとして各職種が参画するパネルデイ
スカッション（平成 26年：「透析患者を支える医療連
携の現状と今後の課題」，平成 27年「透析患者の終末
期医療の現況と課題」）を企画した．それぞれパネル
ディスカッションのたたき台として前もって全透析施
設にアンケート調査を実施している．アンケート調査
結果はそれぞれ透析医会雑誌（2015. Vol 32. 2および
本号）に掲載させて頂いた．

た　よ　り

長崎県支部だより

原田孝司

長崎県透析医会会長
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本稿では，前号で報告後，平成 27年 11月 27日，12月 18日，平成 28年 1月 22日，2月 26日

に開催された計 4回の常任理事会の内容のうち主なものをお伝えするとともに，日本透析医会の主
な活動についてご報告します．

1. 平成 28年度診療報酬改定への対応

平成 28年度の診療報酬改定は，国家財政の状況を踏まえた厳しいものが予想されておりました．
結果としては昨年 12月に改定率が決定，本体 0.49％増，薬価・材料等 1.33％減とネットで 0.84％

減となりましたが，これ以外に薬価制度改革による 0.47％の価格引き下げがあり，実質的にはネ
ットで実質 1.33％減となり，平成 26年度の消費税対応分を除く実質 1.26％減を上回る大幅なマイ

ナス改定となりました．
日本透析医会は今回の診療報酬改定に対し，適切な人工腎臓点数の設定，有床診療所の療養病床
での慢性維持透析加算の算定可能化，人工腎臓の 1月の請求回数制限の 16回までの緩和などを要

望内容として，昨年 10月 29日に厚労省保険局医療課に要望書を提出しました．
年が明けて診療報酬改定の詳細が発表されましたが，人工腎臓の技術料は，ESA製剤の実勢価

格が下がっていることを理由に，ESA製剤の費用が包括化された分について透析 1回当たり 20点

減となりました．要望の中でも，前回の改定で包括部分には薬剤，材料等，消費税増税の影響を受
けるものの多くが含まれているとして配慮の必要性を訴えましたが，厳しい改定となりました．
一方，重症化予防推進の項目として，透析患者の下肢末梢動脈疾病重症化予防評価が透析技術料
の加算点数として新規に設定されました．これは慢性維持透析患者の下肢末梢動脈疾病について，
下肢の血流障害を適切に評価し，他の保険医療機関と連携して早期に治療を行うことを評価する基
準を満たす施設に対し，月 1回，100点を加算できるものです．3月上旬の現時点では算定基準の

詳細はまだ明らかになっていませんが，合併症予防に対する新規点数ということで多くの施設が取
り組み基準を満たすことが望まれます．
入院については短期滞在手術基本料 3が見直しとなり，人工腎臓，ESAが別途請求できるよう

になった一方で，経皮的シャント拡張術・血栓除去術（K616-4）が短期滞在手術等基本料 3の対象

となり，これにより在院日数計算の対象外となりました．
これ以外に大きい影響があるものとして，ダイアライザーの区分変更と価格改定があります．こ

日本透析医会常務理事

た　よ　り

常任理事会だより

山川智之
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れまで I～V型と膜面積で計 11区分としていたものが，I・II（それぞれに a, b）型，S型と膜面積

と特定積層型の 11区分に変更となりました．これに伴い価格が 10～240円の下落となります．
この他，高齢者住宅などにおいて在宅血液透析扱いで保険請求をしている施設があり，これはガ
イドラインを遵守しておらず，また安全性の観点から問題であると医会より厚労省の担当者に訴え
ておりました．今回の改定で，在宅血液透析指導管理料の算定要件が「関係学会のガイドラインに
基づいて患者及び介助者が医療機関において十分な教育を受け，文書において在宅血液透析に係る
説明及び同意を受けた上で，在宅血液透析が実施されていること．また，当該ガイドラインを参考
に在宅血液透析に関する指導管理を行うこと．」という文言になりました．これにより，在宅血液
透析の訓練を受けることができない高齢者は，指導管理料の算定ができないことになります．
今回の改定は全体としてもかなり厳しく，結果として透析に関連する診療報酬改定も厳しいもの
になりましたが，改定の影響を十分見定め，今後の改定に関する要望に反映していきたいと考えま
す．よろしくお願いします．

2. 日本透析医会公募研究助成

日本透析医会は，例年，腎臓病，腎不全医療研究者に対する研究助成を行っております．平成 27

年度の公募研究助成については 27件の応募があり，昨年 10月 23日開催の研究助成審査委員会に

おいて，外部委員を含む厳正，慎重に審査した結果，13課題に対し総額 16,800,000円を助成するこ

とといたしました．詳細はホームページに掲載しております．

3. 日本透析医会研修セミナーについて

日本透析医会では，平成 28年 5月 15日（日）に日本透析医会総会と同時開催で，東京・品川コ
クヨホールにて研修セミナーを開催します．総会とあわせ多数の会員の参加をお待ちしております．
また平成 28年 11月 6日（日）には，広島での開催を予定しております．詳細につきましては，本
誌および医会 HPにてご案内させて頂きますのでよろしくお願いします．
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●第 89回　北海道透析療法学会学術集会
 開催日：平成 28年 5月 8日（日）
 会　長：伊丹儀友（伊丹腎クリニック）
 会　場：札幌コンベンションセンター（北海道札幌市）
 連絡先：事務局
  　　〒060-0001　札幌市中央区北 1条西 7丁目 3番地 
  　　　おおわだビル 2階
  　　　TEL　011-261-2033　　FAX　011-261-2033
  　　　URL　http://www.dotoseki.net/

●第 26回　日本臨床工学会および平成 28年度
　公益社団法人日本臨床工学技士会総会
 開催日：平成 28年 5月 14日（土）～15日（日）
 学会長：仲田昌司（三菱京都病院臨床工学科）
 会　場：国立京都国際会館（京都府京都市）
 連絡先：学会事務局
  　　〒602-8156　京都市上京区千本通竹屋町東入主税町 910
  　　　京都保健衛生専門学校　臨床工学技士専攻科内
  　　　TEL・FAX　075-803-5089
  　　　E-mail　kyorinko@kyohosen.ac.jp
  　　　URL　http://www.c-linkage.co.jp/jace26/

●53rd European Renal Association-European Dialysis and 
　Transplant Association Congress
 開催日：平成 28年 5月 21日（土）～24日（火）
 開催地：Vienna，Austria
  　　　URL　http://www.era-edta2016.org/en-US/home

●第 26回　東京 PD研究会
 開催日：平成 28年 5月 28日（土）
 当番幹事：三瀬直文（社会福祉法人 三井記念病院）
 会　場：社会福祉法人 三井記念病院（東京都千代田区）
 連絡先：事務局
  　　〒150-8471　東京都港区西新橋 3-19-18
  　　　東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科
  　　　TEL　03-3433-1111（代表）
  　　　FAX　03-3433-4297（腎臓・高血圧内科）
  　　　URL　http://sspd.tokyo/
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●第 61回　日本透析医学会学術集会・総会
 開催日：平成 28年 6月 9日（木）～12日（日）
 会　長：武本佳昭（大阪市立大学医学部人工腎部）
 会　場：大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル・リーガロイヤル NCB
  　　堂島リバーフォーラム・ABCホール（大阪府大阪市）
 連絡先：事務局
  　　〒545-8586　大阪市阿倍野区旭町 1-5-7
  　　　大阪市立大学医学部附属病院人工腎部
  　　　TEL　06-6645-2393
  　　　URL　http://www2.convention.co.jp/61jsdt/

●第 59回　日本腎臓学会学術総会
 開催日：平成 28年 6月 17日（金）～19日（日）
 総会長：今井裕一（愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科）
 会　場：パシフィコ横浜会議センター（神奈川県横浜市）
 連絡先：運営事務局
  　　〒113-0033　東京都文京区本郷 3-28-8　日内会館
  　　　一般社団法人　日本腎臓学会内
  　　　TEL　03-5842-4131　　FAX　03-5802-5570
  　　　E-mail　jsn59@umin.ac.jp
  　　　URL　http://jsn59.umin.jp/

●第 91回　日本医療機器学会大会
 開催日：平成 28年 6月 23日（木）～25日（土）
 大会長：南　正人（大阪大学医学部附属病院手術部）
 会　場：大阪国際会議場（大阪府大阪市）
 連絡先：事務局
  　　〒113-0033　東京都文京区本郷 3-39-15
  　　　TEL　03-3813-1062　　FAX　03-3814-3837
  　　　E-mail　web@jsmi.gr.jp
  　　　URL　http://www.jsmi.gr.jp/

●第 4回　日本腎不全栄養研究会学術集会・総会
 開催日：平成 28年 6月 25日（土）～26日（日）
 会　長：濵田康弘（徳島大学大学院医歯薬学研究部疾患治療栄養学分野，
  　　徳島大学病院栄養部）
 会　場：神戸国際会議場（兵庫県神戸市）
 連絡先：株式会社プランニングウィル内　
  　　日本腎不全栄養研究会事務局代行
  　　〒113-0033　東京都文京区本郷 4-1-5石渡ビル 6F
  　　　TEL　03-6801-8084　　FAX　03-6801-8094
  　　　E-mail　jinfuzeneiyo@pw-co.jp
  　　　URL　http://www.jinfuzeneiyo.com/
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●第 51回　日本小児腎臓病学会学術集会
 開催日：平成 28年 7月 7日（木）～9日（土）
 会　長：上村　治（日本赤十字豊田看護大学専門基礎臨床医学）
 会　場：ウインクあいち（愛知県名古屋市）
 連絡先：学術集会事務局
  　　〒414-8710　愛知県大府市森岡町七丁目 426番地
  　　　あいち小児保健医療総合センター
  　　　TEL　0562-43-0500（代表）　　FAX　0562-43-0513
  　　　URL　http://mt-ecs.jp/jspn51/

●第 25回　日本腎不全外科研究会
 開催日：平成 28年 7月 8日（金）～9日（土）
 大会長：岩元則幸（特定医療法人桃仁会 桃仁会病院）
 会　場：京都ホテルオークラ（京都府京都市）
 連絡先：事務局
  　　〒612-8026　京都市伏見区桃山町伊賀 83番 1
  　　　特定医療法人桃仁会 桃仁会病院 医局
  　　　TEL　075-622-1991（代表）　　FAX　075-622-3491（医局）
  　　　URL　http://www.tojinkai.jp/jg25/

●第 27回　日本サイコネフロロジー研究会
 開催日：平成 28年 7月 9日（土）～10日（日）
 会　長：相川　厚（東邦大学医学部 腎臓学講座）
 会　場：東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス（東京都港区）
 連絡先：大会事務局
  　　〒143-8541　東京都大田区大森西 6-11-1
  　　　東邦大学医療センター大森病院腎センター
  　　　TEL　03-3762-4151（内線番号 6758・6750）/
  　　　　　   03-5763-6648（ダイヤルイン）
  　　　FAX　03-5471-3056
  　　　E-mail　jspn@med.toho-u.ac.jp
  　　　URL　http://www.sec-information.net/jspn27/
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１. 本誌は（公社）日本透析医会の機関誌として年 3回以上
発行する．
２. 投稿者は当会の会員とする．ただし，当会々員以外の
者であっても広報委員会の承認を得た場合にはこの限り
でない．
３. 本誌の内容は総説，特集，原著，Letter to the Editor，
その他とする．
４. 著作権の保護
  投稿者は，本誌に掲載する著作物に関する一切の権利
を，（公社）日本透析医会に譲渡する．
５. 原稿は
　　〒101-0041

　　東京都千代田区神田須田町 1-15-2淡路建物ビル 2F

　　　　　　（公社）日本透析医会事務局
　　に，原本 1部，コピー 2部及び原稿データ（図表含む）
を収録した電子記憶媒体を簡易書留便で郵送する．もしく
は，電子投稿（電子メール：info@touseki-ikai.or.jp）する．
６. 掲載原稿の採否及び順位は広報委員会で決定する．
７. 編集の都合により，原文の論旨を変えない範囲内で著
者に訂正を求めることがある．
８. 校正は初校のみ著者が行い，誤植の訂正程度にとどめ，
版の組みかえになってはならない．再校以後は広報委員
会において行う．
９. 原則として掲載料は無料とする．別刷は 30部までは無
料とし，それ以上は著者の実費負担とする．

10. 掲載原稿（図表などを含む）は原則として返還しない．
11. 原稿執筆の要領は次のとおりとする．要領に合わない
場合は著者に修正を求める．
⑴　原稿の長さは，その都度広報委員会で決定する．
⑵　原稿は邦文とし，横書き，口語体，平仮名，当用漢字，
現代仮名使いを使用する．
①　原著は要旨，緒言，対象・方法，結果，考察，結語，
文献の形式とする．
②　総説，特集については最初に要旨を記載する．
③　いずれの場合も簡略化題名及び 5語以内のキーワ
ードを記載する．
④　原著，学術論文には題名，著者名，所属に英文を
併記する．

⑶　図はレタリングしたものとする．邦文の標題を図は
下方に，表は上方につける．写真は図とする．カラー
写真は原則として著者の実費負担とする．
⑷　図表の引用の場合は，原則として著者が出版社の承
諾を得てその出典を明らかにする．

⑸　図表の挿入箇所は原稿用紙の右欄外に朱書する．
⑹　外国人名，地名，薬品名は原語またはカタカナを用い，
明瞭な活字体とする．
⑺　度量衡は CGS単位とし，km，mm，ℓ，㎗，㎖，kg，g，

mg，mEq/ℓ，mg/㎗などを用い，数字は算用数字（1，2，
3など）を用いる．
⑻　学会に既に発表している場合には，その旨を末尾に
記載する．
⑼　引用文献数は 30以内とし，本文の引用箇所に順次番
号を付し，本文の末尾に一括して，次の形式に従い引
用順に記載する．
①　書籍は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の
時は 3名まで記載し，以下は，「他」，または「et al.」
として省略する．）著者名：論文名．編者名．書籍名．
所在地：出版社名，発行年（西暦）；頁（始頁-終頁）の
順に記載する．
　（例）　浅野　泰：透析低血圧の病因．長澤俊彦，河
辺香月，伊藤克己，他編．Annual Review腎臓 1998．
東京：中外医学社，1998； 148-153．
②　雑誌は，著者名（3名までは全員記載，4名以上の
時は 3名まで記載し，以下は，「他」，または「et al.」
として省略する．）著者名：論文名．雑誌名　発行年
（西暦）；巻：頁（始頁-終頁）の順に記載する．
　（例）　Manto A, Cotroneo P, Marra G, et al. : Effect of 

intensive treatment on diabetic nephropathy in patients 

with type I diabetes. Kidney Int 1995;  47 : 231-233.

　　雑誌名は略名で（外国雑誌はWorld Medical Periodi-

cals，邦文雑誌は日本医学雑誌略号表を用いて）記載
する．但し種々の学会の「予稿集」は，引用文献と
しては認められない．（抄録が学会誌の一部として公
表されている場合は可）
③　インターネット上の資料は，著者名等「タイトル」

URL（アクセス日時）の順に記載する．
　（例）　厚生労働省「医薬品の薬価収載等について」

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/01/dl/s0114-7a.

pdf（2009/2/12）
12. 利益相反
  著者は論文の研究について利益相反状況を開示しなく
てはならない．自己申告による COI報告書（別紙 1）を
提出する．

日本透析医会雑誌投稿規定
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自己申告による COI報告書 
 

著 者 名：  

 

論文題名： 

 

（前年１年間（１月１日～12月 31 日）の利益相反状態を記載） 

（本COI申告書は申告日より3年間保管されます） 

 

（申告日）       年    月    日 

 

 

申告者 （署名）                             ○印  

ご署名欄は直筆でお願い致します        

項  目 
該当の 

状況 
有であれば、著者名：企業名などの記載 

①役員、顧問等の報酬額  
 １つの企業・団体から年間 100万円以上 

有 ・ 無  

②株式の利益 
 １つの企業から年間 100 万円以上、あるいは当該株式の 5%以上保有 

有 ・ 無 

 

③特許使用料 
 1 つにつき年間 100 万円以上 

有 ・ 無 

 

④講演料 
 1 つの企業・団体からの年間合計 50 万円以上 

有 ・ 無 

 

⑤原稿料 
 1 つの企業・団体からの年間合計 50 万円以上 

有 ・ 無 

 

⑥研究費・助成金などの総額 
1つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局（講座、分野あるい

は研究室など）に支払われた年間総額が 200 万円以上 

有 ・ 無 

 

⑦奨学（奨励）寄付金など総額 
1 つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局 （講座、分野あ

るいは研究室など）に支払われた年間総額が 200万円以上 
有 ・ 無 

 

⑧企業などが提供する寄附講座 
（企業などからの寄附講座に所属している場合に記載） 

有 ・ 無 

 

⑨研究、著作等とは無関係な旅費、贈答品などの受領 
1 つの企業・団体からの年間 5万円以上  

有 ・ 無 

 

別 紙 １ 

※ 必ず封筒に「自己申告による COI 報告書在中」とご記入の上、「親展」でお送りください。 

※ 必ず封筒に著者名（差出人名）を明記してください。 
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先日新年を迎えたばかりと思っておりましたが，早いもので本号がお手元に届くころにはすでに
春新緑のころとなっていることと思います．いつものことではありますが，本年は診療報酬改定の
年であり，この時期，会員の皆様におかれましてはなにかと気ぜわしいことと存じます．私どもの
東北では，医療過疎の解消と震災復興支援策の一環と位置づけられる医学部新設が現実のものとな
り，つい先日，東北薬科大学（仙台市）で一期生募集の入学試験が実施され，東北地方出身者が合
格者の 4割弱を占めたとの報道がなされています．ただ，東北の透析医療の現場では，医師不足も
さることながら看護師不足，医療スタッフの高齢化がより深刻なように思われ，医学部新設の効果
は限定的と思います．東北地方の透析医療環境の改善にはより現実的で即効性のある政策が待たれ
ます．
さて本号ですが，新潟県透析医会の全面的支援の下に 2015年 10月 4日，新潟において開催され

ました研修セミナー「透析医療における Current Topics 2015」の講演内容をはじめとして，団塊
の世代の全員が 75歳以上の後期高齢者となり，日本の国民皆保険制度が大きな転換期を迎えるで
あろう 2025年問題を念頭にした透析医療と診療報酬改定，サ高住の課題など医療制度，医療経済
の最新の話題など，各執筆者より多くの大変貴重な内容を報告していただきました．会員の皆様方
には是非ご一読願います

広報委員　佐 藤 壽 伸　

編 集 後 記
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